
事 務 連 絡

平成２３年１月２５日

各都道府県財政担当課

各都道府県市町村担当課 御中

各指定都市財政担当課

総務省自治財政局財政課

平成２３年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について

平成２３年度の国の予算につきましては、平成２２年１２月２４日閣議決定され

たところであります。

この国の予算に関連して、現在平成２３年度の地方財政計画の策定を急いでいる

ところであり、現時点においては細部にわたり確定を見るに至っておりませんが、

地方公共団体の予算編成作業の状況に鑑み、さしあたり現段階における地方財政の

見通し・予算編成上の留意事項等について、別紙のとおりお知らせいたします。

また、貴都道府県内の市町村に対しても速やかにその趣旨を御連絡いただくよう

お願い申し上げます。
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（別 紙）

第１ 国の予算等

政府は、平成２２年１２月１６日「平成２３年度予算編成の基本方針」（別

添資料第１）を閣議決定するとともに、同月２２日に「平成２３年度の経済見

通しと経済財政運営の基本的態度」（別添資料第２）を閣議了解し、これに基

づいて同月２４日、平成２３年度予算政府案（別添資料第３）を閣議決定した。

１ 平成２３年度予算は、「平成２３年度予算編成の基本方針」の次のような基

本的考え方により編成された。

(1) 平成２３年度予算編成の基本理念

平成２３年度予算は、政権交代後、新政権がゼロから取り組む 初の本予

算である。

また、「新成長戦略」（平成２２年６月１８日閣議決定）及び「財政運営

戦略」（平成２２年６月２２日閣議決定）により示した、新政権の経済・財

政政策の基本的な方針の下での 初の本予算でもある。

「有言実行内閣」たる菅内閣として、この予算を、これまで先送りされて

きた重要政策課題に着手し、解決していくための出発点としなければならな

い。とりわけ、「経済成長」、「財政健全化」、「社会保障改革」を一体的

に実現し、元気な日本を復活させるための礎を築く必要がある。

① 「成長と雇用」の実現、デフレ脱却への道筋

② 国民の生活を第一に

③ 確固たる戦略に基づく予算編成

以上の理念の下、「新成長戦略」を着実に推進すると同時に、「財政運営

戦略」に定めた財政規律の下に、成長と雇用拡大を実現する。これが、平成

２３年度予算編成、そしてその後の予算編成を通じた、菅内閣の基本方針で

ある。

(2) 重点分野の基本的方向性

① 新成長戦略の実現へ向けて

菅内閣は、急速な円高の進行等の厳しい経済情勢にスピード感を持って

対応し、デフレ脱却と景気の自律的回復に向けた道筋を確かなものとして

いくために、「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」を決定した。
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そのステップ１として、平成２２年度経済危機対応・地域活性化予備費を

活用した緊急的な対応を行うとともに、ステップ２として、平成２２年度

補正予算を編成し、成立させたところである。今後、まずはこれらの施策

を速やかに実施していく。

そして、ステップ３として、平成２３年度予算における新成長戦略の本

格実施を図る。政府は既に「新成長戦略実現会議」を開催し、新成長戦略

を強力に推進する体制を整えており、「２１の国家戦略プロジェクト」の

うち、世界の潮流からみて遜色のない高いレベルの経済連携を進め、必要

な国内改革を先行的に推進するとともに、総合特区制度、医療の実用化促

進のための医療機関の選定制度、「新しい公共」の活動を支える新たな制

度等について、平成２３年度から本格的に着手することとしている。国内

投資の促進や、金融の円滑化を含めた施策を推進し、企業・産業の活力を

向上させ、新たな雇用の創造を図る。

② マニフェスト主要事項等の重要な政策課題

マニフェストに掲げる重要な政策課題として以下の項目が示されている。

ア 子ども・子育て支援

イ 農業予算

ウ 一括交付金

エ 雇用対策

(3) 徹底した予算の組替えと無駄の削減

① 元気な日本復活特別枠の配分基本方針

平成２３年度予算においては、「平成２３年度予算の概算要求組替え基

準について」（平成２２年７月２７日閣議決定）に基づき、府省庁の枠を

超えて予算を大胆に組み替え、元気な日本を復活させるための施策に重点

配分を行う仕組みとして、「元気な日本復活特別枠」(以下「特別枠」とい

う。)を設定する。

特別枠への要望については、「組替え基準」を踏まえ、「元気な日本復

活特別枠に関する評価会議」において、政策の評価が行われた。特別枠の

予算配分は、この評価を基本としつつ、内閣総理大臣が政権としての重点

や、国民の要請を踏まえ、思い切ったメリハリ付けを行い決定する。
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② 事業仕分けの適切な反映

事業仕分けは、予算編成過程を可視化し、国民目線に立った事業の見直

し・無駄の削減を行うことによって、行政の在り方に大きな一石を投じた。

これまでの事業仕分けの対象となった事業については、その結果を予算査

定に適切に反映させるものとする。その際、担当大臣は広く国民の納得が

得られるように十分な説明責任を果たしつつ、指摘された事業の見直しが

確実に行われていることを担保する。また、事業仕分けの対象とならなか

った事業についても、行政刷新会議で示された方向性を参考に、横断的に

事業の見直しを行う。

(4) 財政運営戦略の着実な実現

平成２３年度予算は、財政運営戦略及び中期財政フレームの下で編成され

る 初の本予算であり、財政健全化へ向けた日本政府の姿勢を示すものとし

て、内外の市場関係者も注視している。市場の信認を確保していくため、財

政運営戦略・中期財政フレームに定めた規律の下に、財政健全化目標達成へ

向けた第一歩とする。

平成２２年度当初予算における新規国債発行額約４４兆円は、過去 高の

水準である。平成２３年度当初予算における新規国債発行額は、平成２２年

度当初予算の水準を上回らないものとするよう、全力をあげる。

基礎的財政収支対象経費については、中期財政フレームに定めるとおり、

平成２２年度当初予算の水準である約７１兆円（「歳出の大枠」）を上回ら

ないものとする。これを達成するためには、特別枠への要望額の相当程度の

絞り込みや、マニフェスト施策財源見合検討事項についての調整を行うこと

が不可欠であり、要求全体の更なる精査・削減と併せて検討する。

２ このような方針に基づいて編成された平成２３年度の一般会計予算の規模は、

９２兆４，１１６億円（前年度比１，１２４億円、０．１％増）で、基礎的財

政収支対象経費は、７０兆８，６２５億円（前年度比６９４億円、０．１％

減）となっている。なお、経済危機対応・地域活性化予備費が８，１００億円

（前年度比１，９００億円、１９．０％減）計上されている。

財政投融資計画の規模は、１４兆９，０５９億円（前年度比３兆４，５１０

億円、１８．８％減）となっている。
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また、「平成２３年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」において

は、平成２３年度の国内総生産は４８３．８兆円程度、名目成長率は１．０％

程度、実質成長率は１．５％程度となるものと見込まれている。

３ また、平成２２年１２月１６日に閣議決定された「平成２３年度税制改正大

綱」においては、税制の抜本改革に向けた基本的方向性として、平成２２年度

税制改正大綱で示した以下の５つの視点や改革の方向性を踏まえ、納税者の理

解・納得を得ながら、所得課税、消費課税、資産課税全般について改革を進め

ていくこととしている。

・納税者の立場に立ち「公平・透明・納得」の税制を築くこと

・「支え合い」のために必要な費用を分かち合うこと

・税制改革と社会保障制度改革を一体的にとらえること

・グローバル化に対応できる税制を考えること

・地域主権改革を推進するための税制を構築すること

このような税制改革の視点に立って、平成２３年度税制改正においては特に、

デフレ脱却と雇用のための経済活性化、格差拡大とその固定化の是正、納税者・

生活者の視点からの改革、地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度

改革、の４つを柱として、税制抜本改革に向けた基本的方向性や政府の財政運

営方針との整合性を確保しつつ、所得課税、資産課税、消費課税全般にわたる

改正を行うこととしている。

第２ 平成２３年度の地方財政への対応

平成２３年度においては、企業収益の回復等により、地方税収入や地方交付

税の原資となる国税収入が増加する一方、社会保障関係費の自然増や公債費が

高い水準で推移すること等により、定員純減や人事委員会勧告等の反映に伴い

給与関係経費が大幅に減少してもなお、依然として大幅な財源不足が生じるも

のと見込まれた。

このため、財政運営戦略に基づき、社会保障関係費の自然増に対応する地方

財源の確保を含め、交付団体始め地方の安定的な財政運営に必要となる地方の

一般財源総額について、実質的に平成２２年度の水準を下回らないよう確保す

ることを基本として平成２３年度の地方財政への対応を行うこととした。
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１ 地方交付税の増額確保

地域主権改革に沿った財源の充実を図るため、地方交付税総額を対前年度比

で４，７９９億円増額確保している。

これと併せて、地方が地域活性化・雇用・子育て施策等に継続して取り組む

必要性を踏まえ、平成２２年度の歳出の特別枠「地域活性化・雇用等臨時特例

費」（９，８５０億円）に、子どもに対する現物給付（１，０００億円）等の

子育て施策、住民生活に光をそそぐ事業、地球温暖化対策暫定事業（１００億

円）等を勘案した２，１５０億円を上乗せした歳出の特別枠「地域活性化・雇

用等対策費」（１兆２，０００億円）を新たに計上するとともに、「地域活性

化・雇用等対策費」を３年間継続し、平成２４年度以降の規模は平成２３年度

の計上額を一つの基準としつつ決定することとしている。

２ 財源不足とその補塡措置

平成２３年度においては、企業収益の回復等により、地方税収入や地方交付

税の原資となる国税収入が一定程度回復することが見込まれる一方、社会保障

関係費が大幅に自然増となることや公債費が依然高水準であることなどにより、

経費全般について徹底した節減合理化に努めたが、１４兆２，４５２億円の財

源不足額が生じ、平成８年度以来１６年連続して「地方交付税法」（昭和２５

年法律第２１１号）第６条の３第２項の規定に該当することとなった。

このため、平成２３年度から平成２５年度の間は、平成２２年度までと同様、

建設地方債（財源対策債）の増発等によってもなお財源不足が生じる場合には、

これを国と地方が折半して補塡することを基本として対処することとしたとこ

ろである。この場合において、国負担分については、国の一般会計から交付税

特別会計への繰入による加算（臨時財政対策特例加算）により、地方負担分に

ついては、「地方財政法」（昭和２３年法律第１０９号）第５条の特例となる

地方債（臨時財政対策債）により補塡措置を講じることとするとともに、臨時

財政対策債の元利償還金相当額については、その全額を後年度地方交付税の基

準財政需要額に算入することとし、「地方交付税法」第６条の３第２項の制度

改正としてこれらの措置を講じ、所要の法律改正を行うこととしたところであ

る。

上記の考え方に基づき、平成２３年度の財源不足額１４兆２，４５２億円の
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うち、「折半対象以外の財源不足」について、

① 公共事業等債等の充当率の臨時的引上げ等による建設地方債（財源対策

債）の増発 ９，４００億円

② 地方交付税の増額 ３兆３，３０５億円

ア 平成２２年度以前の地方財政対策に基づき「地方交付税法」の定めると

ころにより平成２３年度に加算することとされている額（以下「既往法定

分」という。）の交付税特別会計への繰入れ等 ８，０６２億円

イ 平成２３年度に予定されていた交付税特別会計借入金の償還の繰延べ

７，５９３億円

ウ 交付税特別会計剰余金の活用 ５，０００億円

エ 「３ 地方交付税の総額」で後述する別枠の加算の交付税特別会計への

繰入れ １兆２，６５０億円

③ 地方が負担する臨時財政対策債の元利償還等に係る臨時財政対策債の発行

２兆３，４３９億円

により補塡することとした。その上で、これらを除く、７兆６，３０８億円に

ついて、国と地方が折半してそれぞれ補塡措置を講じることとしている。その

他の留意点は以下のとおりである。

(1) 国の一般会計からの既往法定分の加算額等８，０６２億円の内訳は、「地

方交付税法」附則第４条の２第２項（平成１９年度における国から地方公共

団体への税源移譲に伴う地方交付税総額の減少影響の緩和措置額）に基づく

加算額８６７億円及び同条第３項（公共事業等臨時特例債の利子負担額等）

に基づく加算額６，６９５億円並びに投資的経費（単独）と一般行政経費

（単独）の一体的かい離是正分の一般財源に相当する地方財源不足分につい

て、後年度に地方交付税総額に加算することにより調整することとされた額

（以下「かい離是正分加算」という。）のうち平成１７年度のかい離是正に

係るもの１，７５０億円のうちの５００億円であること。

(2) 折半対象財源不足額（７兆６，３０８億円）のうち国負担分３兆８，１５４億

円については、臨時財政対策特例加算により補塡措置を講じることとしてい

ること。

(3) 平成２３年度における臨時財政対策債の発行額は、折半対象財源不足額の
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うち地方負担分（３兆８，１５４億円）に地方の負担である既往の臨時財政

対策債の元利償還等に係る次の発行額の合算額（２兆３，４３９億円）を加

えた６兆１，５９３億円とすることとしていること。

なお、臨時財政対策債の配分方法については、財政力の弱い地方公共団体

に配慮し、財源調整機能を強化する観点から、今後３年間で段階的に、不交

付団体を含む全団体に配分する方式（各団体の人口を基礎として算出）を廃

止し、平成２２年度に一部導入された、不交付団体には配分しない方式（各

団体の財源不足額を基礎として算出）に移行することとしていること。

① 平成１３年度以降に発行した既往の臨時財政対策債の元利償還に起因す

る財源不足額 １兆８，６１３億円

② 平成１９年度における地方財政計画歳出の投資的経費（単独）及び一般

行政経費（単独）と決算との一体的かい離是正分の一般財源に相当する額

６，０００億円の５分の１ １，２００億円

③ 地方再生対策費分 ７００億円

④ 交付税特別会計借入金の利払費予算額（４，３６１億円）の３分の１に

相当する額 １，４５４億円

⑤ 交付税特別会計借入金の償還のため発行する額（かい離是正分加算

５００億円を控除した額） ５００億円

⑥ 子ども手当に係る５大臣合意（平成２２年１２月２０日）第３項及び第

４項に基づく適切な措置を講じるために発行する額 ９７２億円

なお、一体的かい離是正分については、それぞれ当初の発行年度以降５年

間で段階的に地方税、地方交付税等の一般財源による措置（財源不足が生じ

る場合には国と地方が折半して補塡）に移行することとしており、この間に

おいて、本来であれば国負担となる分との差については、後年度に地方交付

税総額に加算することにより調整することとしていること。

３ 地方交付税の総額

平成２３年度の地方交付税の総額は前年度に比し４，７９９億円増の１７兆

３，７３４億円（前年度比２．８％増）となっており、その内訳は以下のとお

りである。

(1) 地方交付税の法定率分等 １０兆９，８６８億円
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① 国税５税分の法定率分 １０兆６，１０１億円

② 国税決算精算分（平成１９年度） △９９９億円

③ 交付税特別会計借入金償還額 △１，０００億円

④ 交付税特別会計借入金支払利子 △４，３６１億円

⑤ 平成２２年度からの繰越金 １兆 １２６億円

(2) 一般会計における加算措置等 ５兆１，２１６億円

① 折半対象以外の財源不足における補塡（既往法定分等）

１兆３，０６２億円

ア 法定加算（既往法定分） ７，５６２億円

イ かい離是正分加算 ５００億円

ウ 交付税特別会計剰余金の活用 ５，０００億円

② 臨時財政対策特例加算 ３兆８，１５４億円

(3) 別枠加算 １兆２，６５０億円

① 地方の財源不足の状況等を踏まえた別枠加算の仕組みは税制抜本改革時

まで継続すること（平成２３年度の加算額は１兆５００億円、平成２４年

度以降の加算額は財源不足の状況等を踏まえ決定する。）。

② 地域活性化・雇用等対策費の上乗せ分に対応した別枠加算２，１５０億

円は、法人税減税影響分も勘案したものであり、３年間同額で継続するこ

と。

また、次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額については、新たに平成２９

年度以降の地方交付税の総額に加算することとし、その旨法律に定めることと

している（法定加算）。

(1) 平成４年度までの投資的経費に係る国庫補助負担率の引下げ措置に伴い一

般会計から交付税特別会計に繰り入れることとしていた額等

１，０５８億円

(2) 平成９年度の地方消費税の未平年度化の影響に関し、一般会計から交付税

特別会計に繰り入れることとしていた額 ３５億円

(3) 平成８年度及び平成１０年度における交付税特別会計借入金に関し、一般

会計から交付税特別会計に繰り入れることとしていた利子相当額

１０億円



- 9 -

４ 地方財政の健全化

財政運営戦略等を踏まえ、地方財政の健全化を図る観点から、以下の取組を

行うこととしている。

(1) 財政運営戦略に沿って、一般財源総額を平成２２年度の水準を下回らない

よう適切に確保した上で、臨時財政対策債を大幅に縮減（前年度比１兆

５，４７６億円、２０．１％減）することとしている。

(2) 交付税特別会計借入金について、地方交付税総額の確保を図る中で、計画

的かつ着実な償還を行う観点から、次のとおり償還を行うこととしている。

① 平成２３年度から平成２５年度までの間は、交付税特別会計借入金利払

費の縮減により確保された財源等を活用し、各年度１，０００億円を償還

② 平成２６年度以降平成３２年度までの間は、償還額を毎年度１，０００

億円増額

③ 平成３３年度以降は、財政運営戦略を踏まえた国の公債等残高の縮減の

取組と歩調を合わせて償還（３０年間各年度１兆円の償還を基本）

(3) 平成３４年度までの間における交付税特別会計借入金の償還予定額のうち

２分の１相当額については、原則として一般会計からのかい離是正分加算の

活用により対処することとしている。

(4) なお、交付税特別会計借入金については、平成２２年度以降民間入札によ

る調達額を徐々に拡大する等により、利払費の縮減を図るとともに、近年の

低金利も踏まえ、平成２３年度の予算金利を０．４％引き下げ、利払費予算

額を１，３５１億円縮減することとしている。今後とも、利払費の縮減を推

進するためには、民間入札の円滑化が重要となるため、各地方公共団体にお

いても、地域の金融機関等に交付税特別会計借入金（平成１４年より日本銀

行の適格担保制度の対象）に対する応札や入札参加者への登録等について積

極的なＩＲ等をお願いしたい。

５ 地方税制改正

地方税制については、地域主権改革を推進する観点から、地方税の充実と住

民自治の確立に向けた地方税制度改革を進めることとしており、平成２３年度

税制改正大綱において、以下のとおり、改革への取組を示している。

(1) 地方税の充実
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地方税は、住民自治を支える根幹であり、地域主権改革を進めていく観点

から、地方税を充実することが重要である。

また、少子高齢化が進み、社会保障制度を支えている地方自治体の役割が

ますます増大する中で、社会保障など地方行政を安定的に運営するための地

方消費税の充実など、税源の偏在性が少なく、税収が安定的な地方税体系を

構築する。

(2) 住民自治の確立に向けた地方税制度改革

① 基本的考え方

税制を通じて住民自治を確立し、地域主権改革を推進するため、現行の

地方税制度を「自主的な判断」と「執行の責任」を拡大する方向で抜本的

に改革していく。

その際、「自主的な判断」の拡大の観点に立って、地方税法等で定めら

れている過剰な制約を取り除き、地方自治体が自主的に判断し、条例で決

定できるように改革を進める。

また、「執行の責任」の拡大の観点に立って、地方自治体が課税に当た

って納税者である住民と直接向き合う機会を増やすように改革を進める。

② 具体的取組

以下の事項等について検討を行い、成案を得たものから速やかに実施す

ることとし、法制化が必要なものについては、平成２４年度税制改正から

実現を図る。

イ 地方自治体の「自主的な判断」の拡大のための事項

(ｲ) 法定任意軽減措置制度（仮称）の創設

適用の是非や程度を、各地方自治体が自主的判断に基づき、条例にお

いて決定できる仕組みの創設を検討する。

また、例外的に全国一律に法律で軽減する必要がある対象の絞り込み

を行う。

(ﾛ) 法定税の法定任意税化・法定外税化

税収が僅少な法定税や法定任意税の取扱いを検討する。

(ﾊ) 制限税率の見直し

納税者の権利保護や社会経済・他団体への影響等の観点を踏まえつつ、
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見直しを検討する。

ロ 地方自治体の「執行の責任」の拡大のための事項

(ｲ) 法定外税の新設・変更への関与の見直し

法定外税の新設・変更への国の同意付き協議による事前関与の見直し

を検討する。

(ﾛ) 消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方自治体の役割の拡大

地方自治体による消費税・地方消費税の申告書の収受や納税相談等を

一層推進する。

また、今後の課題として、地方自治体による申告書の受理等について、

実務上の論点等を含め検討する。

また、平成２３年度の地方税制改正においては、個人住民税の諸控除や税負

担軽減措置等の見直し等を行うほか、法人実効税率の引下げに当たっては、全

体として地方の税収に極力影響を与えないよう配慮するとともに、航空機燃料

税の引下げに伴い地方に減収が生じないよう、航空機燃料譲与税の譲与割合を

引き上げることとし、所要の措置を講じることとしている。

６ 地方財政の規模

平成２３年度の地方財政の歳入歳出規模（地方財政計画ベース）は８２兆

５，２００億円程度（前年度比３，９００億円程度、０．５％程度の増）、歳

出のうち公債費（公営企業繰出金中企業債償還費普通会計負担分を含む。）及

び不交付団体水準超経費を除く地方一般歳出の規模は６６兆８，４００億円程

度（前年度比５，１００億円程度、０．８％程度の増）となる見込みである

（別添資料第４）。

また、平成２３年度の地方財政計画においては、一般財源（地方税、地方譲

与税、地方特例交付金、地方交付税及び臨時財政対策債の合計額をいう。）の

総額は５９兆４，９９０億円（前年度比８８７億円、０．１％の増）となる見

込みであり、一般財源の総額から不交付団体水準超経費に相当する額を控除し

た額は５８兆７，７９０億円（前年度比１８７億円、０．０％の増）となる見

込みである。

なお、地方債依存度は１３．９％程度（平成２２年度１６．４％）となる見

込みであり、交付税特別会計借入金残高を含む地方財政の平成２３年度末借入
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金残高は２００兆３，９００億円程度（平成２２年度末２００兆５，３００億

円程度、前年度比１，４００億円程度の減）となる見込みである。

第３ 予算編成の基本的考え方

第１、第２を踏まえ、平成２３年度の予算編成に当たりご留意いただきたい

点は、以下のとおりである。

１ 平成２３年度の国内総生産の成長率は、名目１．０％程度、実質１．５％程

度と見込まれているが、景気の動向は地域や業種によって異なるものと考えら

れる。

２ 地域主権改革を推進するため、平成２２年３月５日に、地域主権戦略会議及

び国と地方の協議の場の法制化、義務付け・枠付けの見直し等を盛り込んだ地

域主権改革関連法案が閣議決定され、６月２２日には、地域主権改革の諸課題

に関して、当面講ずべき措置や今後の取組方針等について定めた「地域主権戦

略大綱」が閣議決定されている。

また、平成２３年度から「地域の自主性を確立するための戦略的交付金（地

域自主戦略交付金）」を創設し、第一段階として、都道府県分を対象に投資補

助金の一括交付金化を実施することとされるとともに、１２月２８日には、出

先機関改革に関する具体的な取組について定めた「アクション・プラン」が閣

議決定されている。

３ 各地方公共団体においては、簡素で効率的な行財政システムを構築し、行財

政運営について透明性を高め、公共サービスの質の向上に努めるなど、住民と

の対話の中で、引き続き自主的に行政改革に取り組むことが必要と考えられる

のでご配慮いただきたい。

４ 定員及び給与については、定員管理及び給与水準等の適正化を図り、公務の

能率的運営を推進することが重要であると考えられるので、次の事項にご留意

いただきたい。

(1) 定員については、住民への説明責任を果たしながら、地域の実情に応じて、

適正な定員管理の推進にご配意いただきたいこと。

(2) 給与については、「地方公務員法」（昭和２５年法律第２６１号）の趣旨

に沿い、国における取扱いや地域の実情等を踏まえつつ、議会で十分審議を
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行い決定する必要があるが、その際、特に次の事項にご留意いただきたいこ

と。

① 地域手当については、給料水準の見直しを前提に、原則として国におけ

る指定基準に基づいた支給地域及び支給割合とすることにご留意いただき

たいこと。

② 人事委員会機能を発揮することなどにより、地域の民間給与をより的確

に反映することにご留意いただきたいこと。

③ 技能労務職員の給与については、民間の同一又は類似の職種に従事する

者との均衡等に留意し、適正な給与制度・運用とすることにご留意いただ

きたいこと。

④ 以上のほか、級別職務分類表に適合しない級への格付けを行っている場

合その他実質的にこれと同一の結果となる級別職務分類表又は給料表を定

めている場合（いわゆる「わたり」を行っている場合）、退職手当につい

て退職時の特別昇給を廃止していない場合等、給与や諸手当において不適

正な制度・運用がある場合には、その適正化を図ることにご留意いただき

たいこと。

(3) 給与及び定員管理の状況の公表については、給与情報等公表システムによ

り、住民等が団体間の比較分析を十分行えるよう公表様式に沿った情報開示

を徹底することにご留意いただきたいこと。

(4) 職員の人材育成については、能力・実績に基づく人事管理を推進する観点

から、国の人事評価制度・運用も参考としつつ、公正かつ客観的な人事評価

システムの構築に早急に取り組むとともに、勤務実績の給与への適切な反映

を図ることにご留意いただきたいこと。

(5) 職員に対する福利厚生事業については、住民の理解が得られるものとなる

よう、点検・見直しを図るとともに、事業の実施状況等の公表を行うことに

ご留意いただきたいこと。

５ 公金の取扱いについては、「公金の取扱いの適正化等について」（平成２１

年１１月１２日付け総務事務次官通知）等で通知しているところであるが、経

費の支出が関係法令等に則って適切に処理されているかを自主的に点検し、適

正な予算執行を確保するための改善措置を講じるとともに、監査等の監視機能
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の強化等を通じ、適正かつ公正な財務運営及び厳正な服務規律を確保すること

にご留意いただきたい。

６ 予算計上及び予算執行については、関係法令に則り適正に行う必要があるが、

特に、一時借入金や外部団体等に対する短期貸付金については、近年における

事例を踏まえ、出納整理期間の趣旨を逸脱することのないよう、適正な財務処

理を再確認することにご留意いただきたい。また、基金から一般会計に会計年

度を越える繰替運用を行うという事例が見受けられるが、「地方自治法」（昭

和２２年法律第６７号）第２４１条及びそれぞれの基金設置条例の趣旨を逸脱

したものとなることのないよう、その運用の実態を再確認し、必要なものにつ

いてはその適正化を図ることにご留意いただきたい。なお、年度を越える繰替

運用については、「地方自治法施行規則」（昭和２２年内務省令第２９号）第

１６条の２に規定する財産に関する調書等により、実態を反映した情報開示を

行うことが必要であることにご留意いただきたい。また、国営土地改良事業に

対する負担金等を含め、債務負担行為の設定が必要なものについては、その債

務負担行為の予算への計上にご留意いただきたい。

７ 財政情報の開示については、引き続き決算の早期開示、また、「財政状況等

一覧表」、「財政比較分析表」、「歳出比較分析表」等の活用を通じて、住民

等により分かりやすい情報開示にご配慮いただきたい。

８ 公会計の整備については、住民への情報開示や財政の効率化・適正化を一層

進める観点から、「新地方公会計制度実務研究会報告書」（平成１９年１０月

１７日公表）における「基準モデル」又は「総務省方式改訂モデル」を活用し、

連結財務書類４表の早期整備を要請しているところである。「地方公共団体に

おける財務書類の活用と公表について」（平成２２年３月１２日公表）を参考

としながら、必要な説明や分析を加えた分かりやすい公表、内部管理への活用

にご配慮いただきたい。

９ 地方債協議制度については、地方公共団体の自主性・自立性を高める観点か

ら一部見直しを行うこととし、財政状況が良好な団体が民間資金債を発行しよ

うとする場合は、原則として、協議を不要とし、事前届出とすることなどを内

容とする法改正を、今国会に提出すべく現在検討している。

10 地域主権型社会を構築するためには、行財政制度のみならず、個々人の生活
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や地域の経済における基本問題であるエネルギーや食料の供給構造も考慮した、

地域主権改革を目指すことが求められている。そのため、「地域主権戦略大綱」

を踏まえ、それぞれの地域で様々な主体が協働・連携して、自然環境、食料、

再生可能エネルギー、歴史文化資産等の地域資源や域内での資金循環等を 大

限活用し、地域の活性化、絆の再生を図り、「地域から人材、資源、資金が流

出する中央集権型の社会構造」を、分散自立・地産地消・低炭素型としていく

ことにより、「地域の自給力と創富力（富を生み出す力）を高める地域主権型

社会」への転換を目指す、「緑の分権改革」を推進していくこととしているの

で、それぞれの地方公共団体での対応、協力をお願いしたい。

11 「ひも付き補助金」を段階的に廃止し、地域の自由裁量を拡大するための

「地域の自主性を確立するための戦略的交付金（地域自主戦略交付金）」を創

設することとされている。平成２３年度は、第一段階として都道府県分を対象

に、社会資本整備総合交付金、農山漁村地域整備交付金、学校施設環境改善交

付金等の一部等の投資補助金の一括交付金化を実施することとされている

（５，１２０億円。うち沖縄振興自主戦略交付金３２１億円。）。また、配分

に関しては、当面は継続事業に配慮しつつ、客観的指標に基づく恣意性のない

配分を導入し、地方公共団体は、一括交付金化の対象となる事業の範囲で、各

府省の枠にとらわれず、自由に事業を選択できることとされている。なお、市

町村分は、平成２４年度から実施することとされている。

12 子ども手当については、平成２３年度の単年度の措置として、３歳未満の子

ども１人につき月額２０，０００円を、３歳以上中学校修了までの子ども１人

につき月額１３，０００円を支給することとしている。平成２３年度において

も、「児童手当法」（昭和４６年法律第７３号）を現行のまま存続させ、児童

手当分については国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の部分について

は上積み分を含め全額国庫負担としている。

また、子ども手当から保育料の徴収や学校給食費の納付を可能とする仕組み

を設けることとしている。

さらに、地方が地域の実情に応じた子育て支援サービス（現物サービス）を

拡充することができるよう新たな交付金（国１／２等、事業費約１，０００億

円）を設けるとともに、13に掲げる地方交付税措置を講じることとしている。
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なお、年少扶養控除の廃止等に伴う平成２３年度の地方交付税（法定率分）

の増収（２，１１３億円）については、地方交付税（法定率分）の増収に伴う

財源不足額の縮減による地方交付税（臨時財政対策特例加算）の減額

（△１，０５７億円）、児童手当分（平成１８、１９年度増分）の特例交付金

の減額（△１，１４１億円）及び地方財政収支における調整（８５億円）で対

応することとしている。

併せて、平成２４年度以降の子ども手当の制度設計に当たっては、厚生労働

省をはじめとする関係府省と地方公共団体の代表者による会議の場において、

子ども手当及びそれに関連する現物サービスに係る国と地方の役割分担及び経

費負担のあり方を含め、子ども・子育て新システムの検討との整合性を図りつ

つ、幅広く検討することとしている。その際、国と地方の信頼関係を損なうこ

とのないよう、地方の意見を真摯に受け止め、国と地方が十分な協議を行い、

結論を得ることとしている。

13 子どもに対する現物給付（１，０００億円）等の子育て施策等を勘案した歳

出の特別枠「地域活性化・雇用等対策費」を新たに計上することに伴い、地方

公共団体が、地域ごとの多様な子育てニーズや働き方に対応して、保育所、小

規模保育などの保育サービスや放課後対策、一時預かりの充実、ＮＰＯ等によ

る子育てサービス提供の支援、人材の育成などの専門的・先進的な取組等、様

々な子育てに関する現物サービスを充実できるよう、地方交付税措置を拡充す

ることとしている。

14 地方公共団体が、平成２２年度補正予算（第１号）に所要額を計上した住民

生活に光をそそぐ交付金に呼応した取組やその趣旨を踏まえた地方単独事業を

継続的に展開できるよう、地方交付税措置を講じることとしている。

15 平成２３年度税制改正において「地球温暖化対策のための税」（国税）を導

入することとされたが、平成２３年度税制改正大綱を踏まえ、具体的な地方財

源の確保・充実の仕組みについて平成２４年度実施に向けた成案が得られるま

での間の臨時の措置として、地方公共団体が積極的に取り組んでいる森林吸収

源対策等を一層支援するため、「地球温暖化対策暫定事業費」として、地方交

付税措置を講じることとしている。

16 平成２２年度末で期限が切れる「公害の防止に関する事業に係る国の財政上
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の特別措置に関する法律」（昭和４６年法律第７０号）については、平成３２

年度までの１０年間延長することなどを内容とする法案を通常国会に提出する

予定である。

17 国民健康保険制度の財政基盤の強化等

国民健康保険に対して、財政基盤の強化のための支援措置を次のとおり講じ

ることとしている。

(1) 都道府県が、市町村の国保財政安定のために必要な取組等に対し交付する

都道府県調整交付金（給付費等の７％（５，２１２億円））については、引

き続き、その所要額について地方交付税措置を講じることとしていること。

(2) 保険料軽減制度については、国保被保険者の保険料負担の緩和を図る観点

から、引き続き、その所要額（３，８１８億円（都道府県３／４、市町村

１／４））について地方交付税措置を講じることとしていること。

(3) 以下の制度については、今後も国民健康保険事業は厳しい財政運営が続く

と見込まれることから、平成２５年度までの暫定的な措置として、引き続き、

その所要額について地方交付税措置を講じることとしていること。なお、新

たな高齢者医療制度の検討に合わせて、必要に応じ、途中年度においても、

国民健康保険制度の財政基盤強化策の見直しを行うこととしていること。

① 保険者支援制度（９４９億円（国１／２、都道府県１／４、市町村

１／４））

② 高額医療費共同事業（２，７７７億円（国１／４、都道府県１／４、市

町村国保１／２））

③ 国保財政安定化支援事業（１，０００億円（市町村単独））

(4) これまで暫定的措置とされてきた出産育児一時金の額の引上げ（４万円の

上乗せ）については平成２３年度から恒久化することとされたが、これに併

せて、引上げ分（国庫補助率１／４）に係る地方負担分の２／３の額を一般

会計繰出しの対象経費とし、所要の地方交付税措置を講じることとしている

こと。

18 後期高齢者医療制度の円滑な実施

後期高齢者医療制度については、実施主体である広域連合の財政基盤の強化

のための支援措置を次のとおり講じることとしている。
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(1) 保険料軽減制度については、後期高齢者の被保険者の保険料負担の緩和を

図るとともに、被用者保険の被扶養者であった被保険者の保険料軽減を行う

ため、引き続き、その所要額（２，１１４億円（都道府県３／４、市町村

１／４））について地方交付税措置を講じることとしていること。

なお、７０歳から７４歳までの窓口負担軽減措置、低所得者の保険料軽減

措置（均等割９割・８．５割、所得割５割軽減）及び被用者保険の被扶養者

であった被保険者の保険料軽減措置（均等割９割軽減）については、後期高

齢者医療制度を廃止するまでの間、継続することとされていること。このう

ち、７０歳から７４歳までの窓口負担軽減措置及び低所得者の保険料軽減措

置に伴う平成２３年度分の財政措置については、全額国費により対応するこ

ととし、平成２２年度補正予算（第１号）に所要額を計上していること。ま

た、被用者保険の被扶養者であった被保険者の保険料軽減措置に伴う平成

２３年度分の財政措置については、均等割９割軽減のうち４割分については

国費により措置することとし、所要額を平成２２年度補正予算（第１号）に

計上するとともに、均等割９割軽減のうち５割分については、引き続き、地

方交付税措置を講じることとしていること。

(2) 以下の制度については、その所要額について地方交付税措置を講じること

としていること。

① 高額医療費負担金（１，４１４億円（国１／４、都道府県１／４、広域

連合１／２））

② 財政安定化基金（４５１億円（国１／３、都道府県１／３、広域連合

１／３））

③ 不均一保険料助成（９億円（国１／２、都道府県１／２））

(3) 実施主体である広域連合に対する市町村分担経費、市町村の施行事務経費

及び都道府県の後期高齢者医療審査会関係経費等について、引き続き、地方

交付税措置を講じることとしていること。

(4) 医療費の適正化を図るため、引き続き、広域連合が行う健康診査事業の市

町村負担について地方交付税措置を講じることとしていること。

19 肝炎対策については、肝炎治療に係る医療費助成等の地方負担について、引

き続き、地方交付税措置を講じることとしている。
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なお、肝炎ウイルス検診（健康増進事業）のメニューに追加された検診の個

別受検勧奨に係る地方負担についても、地方交付税措置を講じることとしてい

る。

20 がん検診については、「がん対策推進基本計画」（平成１９年６月１５日閣

議決定）等を踏まえ、受診率の向上のために要する経費について、引き続き、

地方交付税措置を講じることとしている。

なお、女性特有のがん検診推進事業及び働く世代への大腸がん検診事業につ

いては、子宮頸がん、乳がん及び大腸がん検診の検診費用等に係る地方負担に

ついて、地方交付税措置を講じることとしている。

21 ワクチン接種緊急促進事業については、平成２２年度補正予算（第１号）に

おいて、子宮頸がん予防（ＨＰＶ）ワクチン、ヘモフィルスインフルエンザ菌

ｂ型（ｈｉｂ）ワクチン及び小児用肺炎球菌ワクチンの接種を促進するための

基金を都道府県に設置するために必要な経費が措置されたところであるが、こ

れらのワクチンの接種費用等に係る地方負担について、地方交付税措置を講じ

ることとしている。

22 地域医療提供体制の確保

地域の医師不足等が深刻である状況を踏まえ、都道府県が実施する医学部生

に対する奨学金貸与事業及び後期研修医に対する修学資金等貸与事業や、過酷

な夜間・休日の救急を担う勤務医や産科医・新生児科医等の手当への財政支援

などの医師確保対策等の推進に係る国庫補助事業の地方負担について、地方交

付税措置を講じることとしている。

23 「国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法

律の整備に関する法律」（平成２２年法律第２０号）に基づき、維持管理費に

係る直轄事業負担金制度については、平成２２年度は特定の事業に要する費用

のみ負担金が残されていたが、平成２３年度からは、全廃することとしている。

24 地域力創造対策、市町村合併、地域情報化推進事業、外国人住民に係る既存

住民基本台帳システム等の改修、中小企業金融対策、消費者行政費、公共・公

用施設の地上デジタル放送移行対策、農山漁村地域活性化対策、森林・林業振

興対策、準要保護児童生徒に対する就学援助、特別支援教育の充実、教育教材

の整備推進、国際化推進対策（外国青年招致事業を含む。）、新型インフルエ
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ンザ対策、特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業、子育て

支援事業、妊婦検診、認定こども園、公共施設等耐震化事業、消防救急デジタ

ル無線整備事業、国民保護対策（Ｊ－ＡＬＥＲＴ運営経費を含む。）、消防広

域化支援対策、定住自立圏構想及び地域の人材力活性化等については、引き続

き、地方交付税等による措置を講じることとしている。なお、以下の点にご留

意いただきたい。

(1) 「市町村の合併の特例に関する法律」（昭和４０年法律第６号。以下「旧

合併特例法」という。）及び「市町村の合併の特例に関する法律」（平成

１６年法律第５９号。以下「合併特例法」という。）に基づき平成２１年度

までに合併した市町村については、引き続き、そのまちづくりを支援するた

めの所要の財政措置を講じることとしていること。

また、平成２２年に一部改正された「合併特例法」に基づき平成２２年度

以降に合併する市町村に対して、所要の財政措置を講じることとしているこ

と。

(2) 「農山漁村地域活性化対策」のうち、「農地・水・環境保全向上対策」に

ついては、環境保全効果の高い営農活動を支援する「環境保全型農業直接支

援対策」及び農地・農業用用排水路等の保全管理・長寿命化のための活動を

支援する「農地・水保全管理支払交付金」として実施することとされており、

これに伴い地方単独事業に要する経費に対しては、引き続き、地方交付税措

置を講じることとしていること。

(3) 「森林・林業振興対策」のうち、平成２２年度までとしていた「新たな緑

の雇用担い手対策」については、国の施策が林業就業者のキャリアアップ対

策の追加等の拡充を行った上で、平成２７年度まで実施することとされたこ

とから、これと連携し一体的に実施する地方単独事業に要する経費に対して

も、引き続き、地方交付税措置を講じることとしていること。

(4) 特別支援教育支援員の配置に係る地方交付税措置については、公立幼稚園

を約４，３００人分に拡充するとともに、公立小中学校は約３４，０００人

分を引き続き講じることとしていること。

また、新たに、公立高等学校に係る措置を約５００人分講じることとして

いること。
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(5) 「教育教材の整備推進」については、伝統や文化に関する教育や道徳教育、

体育、体験活動の充実等を定めた新学習指導要領を円滑に実施するため、教

材整備緊急３ヶ年計画（平成２１年度から平成２３年度）に基づき地方交付

税措置を引き続き措置するとともに、図書整備については、平成２３年度ま

でに学校図書館図書標準の標準冊数を整備することを目標に、計画的な学校

図書館の図書の整備に必要な経費について、地方交付税措置を講じることと

していること。

(6) 定住自立圏構想については、地域住民の生活実態やニーズに応じ圏域ごと

にその生活に必要な機能を確保して、圏域全体の活性化を図る取組を支援す

るため、引き続き定住自立圏共生ビジョンを策定した中心市及びその周辺市

町村の取組に対する包括的な地方交付税措置、外部人材の活用に対する地方

交付税措置などを講じることとしていること。

(7) 地域の人材力活性化については、平成２３年度においても、引き続き、地

域力創造のための外部人材の活用に対する地方交付税措置を講じることとし

ていること。また、外部人材の定住を促進するためのモデル事業を設けるこ

ととしていること。

25 過疎対策の推進に当たっては、「過疎地域自立促進特別措置法」（平成１２

年法律第１５号）に基づき、ハード事業に加えて、地域の実情に応じた主体的

かつ創意工夫に富んだソフト事業に対して、引き続き、財政措置を講じること

としている。

26 自治体クラウドの推進については、地方公共団体における行政コストの圧縮

や実質的な業務の標準化の進展、住民サービスの向上のための電子自治体の確

立等に向けた取組を支援するため、複数の地方公共団体による情報システムの

集約と共同利用に向けた計画策定や情報通信基盤の整備構築に対する財政措置

を講じることとしている。

27 ふるさと融資制度については、離島地域及び特別豪雪地帯における融資比率

及び融資限度額の引上げの特例措置を平成２４年３月３１日まで延長すること

としている。

28 住民の安心・安全を確保する消防防災行政の役割がますます重要となってい

ることを踏まえ、次のとおり支援措置を講じることとしている。
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(1) 住宅用火災警報器の設置については、既存住宅を含め、平成２３年６月ま

での市町村条例で定める日から義務化となり、各市町村において一層徹底し

た設置推進が必要となることを踏まえ、地域の多様なボランティア等と連携

した取組に係る経費について、地方交付税措置を拡充することとしているこ

と。

(2) 「消防団の充実強化」については、消防団員の確保に要する経費、救助資

機材取扱訓練に要する経費及び災害時要援護者避難支援訓練に要する経費に

ついて、地方交付税措置を講じることとしていること。

29 公営企業会計と一般会計との間の経費負担区分の考え方については、「地方

財政法」及び「地方公営企業法」（昭和２７年法律第２９２号）に規定されて

いるところであるが、平成２３年度の地方財政計画上の取扱いについては、

「平成２３年度地方公営企業繰出金について」（総務副大臣通知）により別途

通知することとしているので、これも踏まえ、その適正な運用と地方公営企業

の健全な経営にご留意いただきたい。

第４ 「地方公共団体財政健全化法」の運用

各地方公共団体においては、「地方公共団体財政健全化法」（平成１９年法

律第９４号）の趣旨を踏まえ、一般会計等のみならず、公営企業等の特別会計

や地方公社・第三セクターの状況について、収支、経営状況、資産及び将来負

担の実態も含め適切に把握し、当該団体の財政状況を全体として的確に分析し

た上で、総合的な財政健全化を図られるようご留意いただきたい。特に次の事

項にご配慮いただきたい。

１ 財政健全化団体、財政再生団体又は公営企業に係る経営健全化団体（以下

「財政健全化団体等」という。）にあっては、財政健全化計画、財政再生計画

又は経営健全化計画（以下「財政健全化計画等」という。）の着実な遂行を行

財政運営の基本とし、歳入歳出全般にわたる不断の見直しにより、できる限り

早期に財政健全化計画等を達成すること。

２ 財政健全化団体等が所在する都道府県にあっては、「地方公共団体財政健全

化法」に定められたその役割に鑑み、財政健全化計画等の進捗状況について継

続的に確認を行うとともに、必要に応じて助言を行うこと。
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３ 地方公営企業、地方公社及び第三セクターの改革を集中的に行えるよう、平

成２５年度までの間の時限措置として、改革のために特に必要となる経費を地

方債（第三セクター等改革推進債）の対象とすることとしているので、その活

用による抜本的改革の検討にご配慮いただきたい。

なお、地方公共団体が、土地開発公社の保有する公共公用施設用地を再取得

することなく事業の用に供することや、再取得に要した費用を長期にわたり繰

り延べることは、法の趣旨に反するものであることから、速やかな改善にご配

意いただきたい。

第５ 歳入

１ 地方税

地方税については、次の諸点にご留意いただきたい。

(1) 地方公共団体の歳入を確保するとともに、公平かつ適正な税務執行に対す

る納税者の信頼を確保するため、地方税の徴収対策を推進することが重要で

あること。

(2) 平成２３年度の地方税制改正に伴う地方税の影響額として４億円の減収を

見込んでおり、そのうち、地方税制改正によるものを２７億円の増収、所得

の計算などの国の税制改正の影響に伴うものを３１億円の減収と見込んでい

ること。

なお、平成２３年度の税制改正に伴う地方法人特別譲与税の影響額は

１１５億円の増収と見込んでおり、これを含めると１１１億円の増収となる

見込みであること。

(3) 平成２３年度の地方財政計画における地方税収入見込額については、税制

改正後において前年度当初見込額に対し、８，９４１億円、２．８％の増の

３３兆４，０３７億円（道府県税にあっては４．４％の増、市町村税にあっ

ては１．６％の増）になるものと見込まれること。主要税目では、道府県民

税のうち所得割１．６％の増、法人税割１８．６％の増、法人事業税

２７．９％の増、地方消費税３．２％の増、市町村民税のうち所得割１．５％

の増、法人税割１５．３％の増、固定資産税（交付金を除く。）０．８％の

増となる見込みであること。
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なお、この地方税収入見込額は、地方公共団体全体の見込額であるので、

地域における経済の実勢等に差異があること等を踏まえ、適正な収入の見積

りを行う必要があること。

(4) 個人住民税については、平成２５年度分から合計所得金額４００万円超の

納税義務者の成年扶養親族（扶養親族のうち２３歳以上７０歳未満）に係る

扶養控除について、負担調整措置を講じた上で廃止することとしていること。

ただし、障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な者、

６５歳以上の高齢者、学生は、引き続き控除対象としていること。

また、平成２４年１月１日以後に支払われるべき退職手当等から、退職所

得に係る個人住民税の１０％税額控除を廃止することとしていること。

その他、所得税における給与所得控除及び退職所得の２分の１課税の見直

しは、個人住民税に自動影響するものであること。この影響は、給与所得控

除の見直しは平成２５年度分の個人住民税から、退職所得の２分の１課税の

見直しは平成２４年１月１日以後に支払われるべき退職手当等から生じるも

のであること。

また、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る１０％軽減税率（うち住

民税３％）の適用期限を、平成２４年１月１日から平成２５年１２月３１日

まで２年延長することとしていること。

なお、平成２３年度課税分の個人の道府県民税に係る徴収取扱費交付金に

ついては、市町村における経費負担を勘案して、原則どおり、納税義務者数

に３，０００円を乗じて得た金額となるものであること。

(5) 法人住民税、法人事業税については、国税と地方税を合わせた法人実効税

率５％の引下げを行うが、今回の法人実効税率の引下げは、我が国企業の国

際競争力の観点等から行うものであるため、全体として地方の税収に極力影

響を与えないようにしており、都道府県及び市町村の法人住民税が減収とな

る一方で、課税ベースの拡大により都道府県の法人事業税は増収となってい

る。

この結果、都道府県に増収、市町村に減収が生じることとなることから、

平成２４年度から道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲することと

していること。
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(6) 消費税・地方消費税の賦課徴収に係る地方公共団体の役割の拡大として、

地方公共団体による消費税・地方消費税の申告書の収受や納税相談等を一層

推進することとしていること。

(7) 都市計画税は、「都市計画法」（昭和４３年法律第１００号）に基づいて

行う都市計画事業等に要する費用に充てるために課される目的税であること

から、その趣旨を踏まえると、対象事業に要する費用を賄うためその必要と

される範囲について検討を行い、適宜、税率の見直し等を含めた適切な対応

を行う必要があること。

また、本税の目的税としての性格に鑑み、都市計画税収の都市計画事業費

への充当について明示することにより、都市計画税収の使途を明確にするこ

と。

(8) 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防

活動に必要な施設の整備並びに観光の振興（観光施設の整備を含む。）に要

する費用に充てる目的税であることから、その趣旨を踏まえ、入湯税収の具

体的事業費への充当について予算書、決算書の事項別明細書あるいは説明資

料等において明示することにより、入湯税収の使途を明確にすること。

(9) 税負担軽減措置等のうち、産業政策等の特定の政策目的のために税負担の

軽減等を行う「政策税制措置」について、１００項目の見直しを行い、その

結果として、６４項目を廃止又は縮減することとしていること。

(10)地方税の電子申告手続等のシステム運用経費として、平成２３年１月から

開始された所得税確定申告書データ連携に係る運用費用を含め、引き続き、

所要の地方交付税措置を講じることとしていること。

２ 地方譲与税

地方譲与税の収入見込額は、２兆１，７４９億円（前年度比２，５７８億円、

１３．４％増）であり、その内訳は、地方揮発油譲与税２，７７８億円（同

１億円、０．０％増）、石油ガス譲与税１１９億円（同４億円、３．３％減）、

航空機燃料譲与税１３１億円（同１２億円、８．４％減）、自動車重量譲与税

２，９６８億円（同１２２億円、３．９％減）、特別とん譲与税１１２億円

（同１０億円、９．８％増）及び地方法人特別譲与税１兆５，６４１億円（同

２，７０５億円、２０．９％増）となっている。
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なお、航空機燃料譲与税については、航空機燃料税の税率の引下げに伴う減

収が地方に生じないよう、譲与割合を１３分の２から９分の２へ引き上げるこ

ととしている。

３ 地方特例交付金

地方特例交付金の収入見込額は、総計で３，８７７億円であり、前年度に比

し４５億円、１．２％の増となっている。地方特例交付金については、以下の

点にご留意いただきたい。

(1) 児童手当及び子ども手当特例交付金

子ども手当の３歳未満に対する上積み（地方公務員分）等に伴い増額する

ほか、平成２２年度の税制改正に伴う地方の増収を踏まえ、平成１８年度及

び平成１９年度の児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するため

の額を減額することに伴い、総額２，０３８億円（対前年度比２９９億円、

１２．８％減）を交付することとしていること。

なお、平成２２年度の税制改正に伴う平成２３年度の地方増収が地方交付

税のみであることから、不交付団体に相当する一定の団体に係る平成１８年

度及び平成１９年度の児童手当の制度拡充による負担について、児童手当及

び子ども手当特例交付金の算定において調整し、所要額を確保することとし

ていること。

(2) 減収補塡特例交付金（住宅借入金等特別税額控除による減収及び自動車取

得税の減税に伴う自動車取得税交付金の減収に伴う地方特例交付金）

減収補塡特例交付金の総額は、住宅借入金等特別税額控除による減収を補

塡するために必要な１，３３９億円（前年度比３４４億円、３４．６％増）

に、自動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付金の減収の一部を補塡する

ために必要な５００億円（前年度同額）を加算した１，８３９億円（前年度

比３４４億円、２３．０％増）であること。

４ 地方交付税

平成２３年度の地方交付税に係る国の一般会計からの繰入れは、所得税及び

酒税の３２％相当額、法人税の３４％相当額、消費税の２９．５％相当額並び

にたばこ税の２５％相当額の合計額１０兆５，１０３億円（平成１９年度に係

る精算額のうち平成２３年度精算額９９９億円を減額した後の額）に国の一般
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会計における加算額５兆８，８６６億円（地方の財源不足の状況等を踏まえた

別枠加算（１兆５００億円）及び歳出特別枠の上乗せ分見合いの別枠加算

（２，１５０億円）、既往法定分等（８，０６２億円）並びに臨時財政対策特

例加算分（３兆８，１５４億円）の合計額）を加えた１６兆３，９６９億円で

あり、前年度当初に比し６，９７７億円、４．１％の減となっている。

地方公共団体に交付される地方交付税の総額は、これに交付税特別会計にお

ける剰余金等５，０００億円及び前年度からの繰越金１兆１２６億円を加算し、

交付税特別会計借入金に係る償還額１，０００億円及び利子支払額４，３６１億

円を減額した１７兆３，７３４億円であり、前年度に比し４，７９９億円、２．８％

の増となっている（別添資料第５）。

各地方公共団体における地方交付税の額を見込むに当たっては、前年度の決

定額に単純に地方交付税総額の対前年度比を乗じるなどの方法を用いることに

より、結果として過大な見積りを行うことのないよう、次の事項に特にご留意

いただきたい。

(1) 普通交付税

① 基準財政需要額

ア 地方財政計画の歳出における特別枠「地域活性化・雇用等対策費」

（１兆２，０００億円）が新たに計上されたことに対応し、地域の雇用

情勢等に応じて、雇用機会の創出や、地域の資源を活用した経済の活性

化等を図るとともに、高齢者の生活支援など、住民のニーズに適切に対

応した行政サービスを展開できるよう平成２２年度に創設した「雇用対

策・地域資源活用臨時特例費」を「雇用対策・地域資源活用推進費」と

して平成２５年度まで措置することとしていること。

「雇用対策・地域資源活用推進費」は、前年度と同様の算定方法によ

り、４，５００億円程度を算定することとしていること。

イ 特別枠のうち「雇用対策・地域資源活用推進費」以外の基準財政需要

額への対応については、次のとおり普通交付税措置を充実することとし

ていること。

・ 第３の１３に掲げる措置（新たに１，０００億円程度）。

・ 第３の１４に掲げる措置（新たに３００億円程度）。
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・ 第３の１５に掲げる措置（新たに１００億円程度）。

・ 安心して暮らせる地域づくりや、疲弊した地域の活性化など、地方

公共団体が住民のニーズに適切に対応した行政サービスを提供できる

よう、関係費目における単位費用措置を充実（６，１００億円程度

（前年度５，３５０億円程度））。

ウ 地方税の偏在是正により生じる財源を活用して、地方と都市の「共

生」の考え方の下、地方が自主的・主体的に行う活性化施策に必要な経

費を算定する「地方再生対策費」の交付税措置については、前年度と同

様の算定方法により、３，０００億円程度（道府県分１，１２５億円程

度、市町村分１，８７５億円程度）を算定することとしていること。

エ 基準財政需要額の増減は、各地方公共団体における公債費のウェイト

等により各地方公共団体ごとにかなりの差が生じるものと見込まれるこ

と。

② 基準財政収入額

ア 税源移譲によって財政力格差が拡大しないようにしつつ、円滑な財政

運営、制度の移行を確保するため、税源移譲に伴う影響分を当面１００％

算入することとしていること。

イ 平成２３年度においては、児童手当及び子ども手当特例交付金につい

て、その１００％を算入することとしていること。

ウ 一般的に、道府県分にあっては道府県民税法人税割及び法人事業税の

増が見込まれ、市町村分にあっては、市町村民税法人税割の増が見込ま

れること。

エ 基準財政収入額の見積もりに当たっては、前年度の実績値を基礎数値

として用いるものが多いことに加え、法人関係税等の精算額が加算され

ることとなることから、団体ごとの増減は必ずしも一律ではないので、

過少に見積もることのないようにすること。

オ 法人関係税（地方法人特別譲与税を含む。）、住民税利子割（利子割

交付金を含む。）、住民税所得割（分離譲渡所得分）及び特別とん譲与

税については精算措置を講じることとしているが、法人関係税（地方法

人特別譲与税を含む。）及び住民税利子割（利子割交付金を含む。）の
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減収額を対象に減収補塡債を発行する場合には、減収補塡債発行額は精

算措置の対象額から除くこととしていること。

③ 地方公共団体の自主的・主体的な財政運営を図る観点から、事業費補正

の更なる縮減を行うこととし、消防広域化事業（「市町村の消防の広域化

に関する基本指針」（平成１８年消防庁告示第３３号）により告示されて

いる広域化の期限（平成２４年度）後）、地下鉄事業（出資金・補助金）、

防災対策事業（うち「特に推進すべき事業」）、地域活性化事業（うち

「合併の円滑化」）に係る事業費補正の廃止等を行うこととしていること。

④ 基準財政需要額の伸び率については、基準財政需要額の一部を臨時財政

対策債に振り替える措置を講じる前で比較した場合、平成２２年度に比し

個別算定経費（地方再生対策費、雇用対策・地域資源活用推進費、公債費、

事業費補正及び特別交付税からの移行分（下記(2)①②参照）を除く。）

にあっては、それぞれ道府県分１．５％程度、市町村分０．０％程度、包

括算定経費にあっては、それぞれ道府県分１．０％程度、市町村分１．０％

程度の減と見込まれること。

⑤ 平成２３年度については、臨時財政対策債の発行可能額の総額が前年度

比２０．１％減少していることにご留意いただくとともに、各団体の発行

可能額について、今後３年間で段階的に、人口を基礎として算出する方式

を廃止し、財源不足額を基礎として算出する方式に移行することとしてい

ることから、平成２３年度においても、財源不足額を基礎として算出する

方式の割合が高くなること。

臨時財政対策債の発行可能額の算出方法等については、別途お知らせす

る予定であること。

(2) 特別交付税

① 地方交付税の算定方法の簡素化・透明化の取組の一環として、交付税総

額における特別交付税の割合（現行６％）を平成２３年度には５％、平成

２４年度以降は４％へと段階的に引き下げ、その部分を普通交付税に移行

させることとしていること。

その際、特別交付税の３月分として算定している財政需要の一部を普通

交付税に移行させることとし、「地域振興費（人口）」において、道府県



- 30 -

分については段階補正、市町村分については段階補正及び条件不利地域に

係る人口急減補正を用いて算定することとしていること。

移行期間中である平成２３年度及び平成２４年度の特別交付税について

は、既往の算定額から地域振興費のうち移行分に係る算定額を控除した額

を基本として算定することとしていること。

なお、平成２５年度以降の特別交付税の算定については、算式化を更に

進めるとともに、個別の地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、

所要の経過措置を講じることとしていること。

また、平成２３年度から地方公共団体の財政運営に著しい影響を及ぼす

おそれのある大規模災害等の発生時において、１２月と３月の定例の決定・

交付とは別に、その都度、特別交付税の額を決定・交付することができる

特例を新設することとしていること。

② 平成２３年度の特別交付税の総額は、地方交付税総額における特別交付

税の割合を６％から５％に引き下げるなどにより、平成２２年度に比し

１５．８％の減となっていることや上記(1)の普通交付税への移行方法を

踏まえ、予算計上額を検討されたいこと。

特に、平成２２年度において、災害対策や口蹄疫対策経費等年度によっ

て激変する項目により多額の交付を受けている地方公共団体にあっては、

これらの事由による特別交付税の減少を確実に見込むこと。

５ 国庫支出金

国庫支出金の総額については、現在のところ確定した額を把握することは困

難であるが、公共事業関係費が減少する一方で、子ども手当の３歳未満に対す

る上積みやその他の社会保障関係費の増加等により、地方財政計画上５．３％

程度の増になるものと見込まれる。

また、平成２３年度における各種交付金の計上額は、別添資料第６のとおり

であり、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び施設等所在市町村調整交付

金の予算計上に当たっては、過大に計上することのないよう慎重に見積もるこ

とにご留意いただきたい。

６ 地方債

平成２３年度地方債計画（別添資料第７）は、極めて厳しい地方財政の状況
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の下で、地域に必要なサービスを確実に提供できるよう地方財源の不足に対処

するための措置を講じるとともに、地方公共団体が、必要性の高い分野への重

点的な投資を行えるよう、公的資金の重点化と市場における地方債資金の調達

を引き続き推進しつつ、所要の地方債資金の確保を図ることとして策定してい

る。

その総額は、１３兆７，３４０億円となり、前年度に比し２兆１，６３６億

円、１３．６％の減となっている。

このうち、普通会計分は１１兆４，７７２億円で、前年度に比し２兆１６７億

円、１４．９％の減となっており、公営企業会計等分は２兆２，５６８億円で、

前年度に比し１，４６９億円、６．１％の減となっている。

地方債については、次の事項にご留意いただきたい。

(1) 補助事業等に係る各種事業債については、地方公共団体の事業選択に対す

る中立性の確保や一括交付金化の趣旨を踏まえ、都道府県分を中心に、原則

として、公共事業等債に一本化することとしており、地方公共団体の事務負

担の軽減を図ることとしていること。

(2) 地域活性化事業債については、「地域の自給力と創富力を高める地域主権

型社会」への転換を図る「緑の分権改革」を推進する事業に加え、これまで

住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかっ

た分野（地方消費者行政、ＤＶ対策・自殺予防等の弱者対策・自立支援、知

の地域づくり）に係る事業について、平成２７年度までの間、新たに対象と

することとしていること。

(3) 地方債充当率については、一般補助施設整備等事業債、一般事業債及び地

方道路等整備事業債において簡素化を図ることとしていること。

(4) 平成２４年度までの３年間で１．１兆円規模の公的資金（旧資金運用部資

金、旧簡易生命保険資金、旧公営企業金融公庫資金）の補償金免除繰上償還

を行い、高金利の地方債の公債費負担を軽減する措置を講じることとしてい

ること。

(5) 辺地とその他の地域の格差是正を図るため、辺地対策事業債４１２億円を

計上していること。また、ソフト事業を含めた新たな過疎対策に対応するた

め、過疎対策事業債については前年度同額の２，７００億円を計上している
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こと。

(6) 地方債資金のうち、公的資金については、重点化・縮減を図りつつ、所要

額を確保していること。なお、臨時財政対策債については、前年度と同じ割

合の公的資金を確保するとともに、一般市町村については原則として全額公

的資金を配分することとしていること。

(7) 民間資金の調達に当たっては、市場公募化の推進、証券発行方式の活用、

満期一括償還化、発行単位の大型化、発行時期の平準化、償還期間の多様化

を図ること等により流通性の一層の向上や調達手段の多様化を図ること。

(8) 地方債の管理に当たっては、施設の耐用年数等を勘案しつつ適切な地方債

の償還条件を選択し、公債費負担の中長期的な平準化を図ること。

また、償還途中において平準化を図る必要が生じた場合は、地方債全体の

信用にも配慮し、借換えにより対処することとともに、同様の観点から、償

還期間を延長する等借入条件を変更することは、市場関係者に対して債務の

繰延べとの印象を与えかねないため、慎重に対処すること。

７ 使用料・手数料等

使用料・手数料及び分担金・負担金については、決算の状況を踏まえ、前年

度に比し１，１５３億円、８．８％増の１兆４，２７９億円になるものと見込

まれる。

第６ 歳出

１ 給与関係経費

給与関係経費については、次の事項にご留意いただきたい。

(1) 地方財政計画上の職員数については、地方公共団体における定員純減の取

組を勘案するとともに、義務教育教職員の改善増等を見込むことにより、

２５，６２３人の純減としていること。

(2) 義務教育諸学校の教職員については、小学校１年生の学級編成の標準を現

行の４０人から３５人とする制度改正を行うこととしていることを踏まえ、

地方財政計画上、児童生徒数の減少等に伴う７０３人の減員に対して、

２，３００人の改善増を見込むことにより、全体として１，５９７人の増員

を見込んでいること。
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公立高等学校、公立大学等の教職員については、児童生徒数の減少等に伴

い、１，１４９人の減員を見込んでいること。

(3) 一般職員（教職員、警察官、警察事務職員及び消防職員を除く職員。）に

ついては、地方財政計画上、２６，７６１人の減員としていること。

(4) 警察官については、地方財政計画上、現下の治安状況を勘案し、８３３人

の増員を行うこととしていること。また、警察事務職員については、１４３

人の減員を見込んでいること。

(5) 地方公務員共済組合負担金等については、別添資料第８のとおり改定され

る予定であること。

追加費用については、地方財政計画上、「被用者年金制度の一元化等を図

るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」（平成１９年４月１３

日国会提出閣法第９５号）が廃案となったことに伴い、平成２１年度に地方

公務員共済組合が負担した、本来地方公共団体が負担すべき追加費用の額の

精算額及び平成２３年度に地方公共団体が負担すべき追加費用の額を含む額

（９，３０７億円、対前年度比５１３億円の減）を計上することとしている

こと。

なお、地方議会議員共済会負担金については、地方議会議員年金制度の廃

止等の制度改正を行うこととしていることを踏まえ、平成２３年度に地方公

共団体が負担すべき額として、制度廃止に伴う経過措置としての給付に要す

る経費１，３０１億円を含む額（１，３４７億円、対前年度比１，１０７億

円の増）を計上することとしていること。

(6) 平成２３年度においては、前年度に引き続き国の予算において給与改善費

を計上しないこととされたため、地方財政計画においても給与改善費を計上

しないこととしていること。

(7) 地方財政計画上の給料単価等の積算に当たって、人事委員会勧告の反映に

加え、級別職員構成の是正及び教員給与の見直し等を見込んでいること。

２ 一般行政経費

一般行政経費については、次の事項にご留意いただきたい。

(1) 一般行政経費（単独）については、社会保障関係費の自然増を増額計上す

る一方、財政運営戦略を踏まえ国の歳出の取組と基調を合わせて取り組む観
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点から、社会保障関係費を除くその他の経費の見直しを行い、１３兆８，６０１億

円（前年度比３１６億円、０．２％増）を計上することとしていること。

(2) 国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費については、国民健康保険

の保険基盤安定制度（保険料軽減分）３，８１８億円、都道府県調整交付金

５，２１２億円、国保財政安定化支援事業１，０００億円及び後期高齢者医

療制度の保険基盤安定制度（保険料軽減分）２，１１４億円を合算した１兆

２，１４４億円（前年度比４１１億円、３．５％増）を計上することとして

いること。

(3) 高等学校以下の私立学校に対する助成については、地方財政計画に所要額

を計上するとともに、地方交付税措置を講じることとしていること。

また、引き続き、都道府県が行う私立高等学校の授業料軽減費補助につい

て、地方財政計画に所要額を増額計上するとともに、地方交付税措置を講じ

ることとしていること。

(4) 災害等年度途中における追加財政需要の発生に備えるため、平成２３年度

においては、近年の追加財政需要額の活用状況等を踏まえ、４，７００億円

（前年度比１，０００億円、１７．５％の減）を地方財政計画に計上するこ

ととしているので、各地方公共団体においては、年度途中の追加財政需要に

適切に対応しうるようあらかじめ財源を留保すること。

(5) 運輸事業振興助成交付金については、これに関する地方交付税措置を含め、

継続することとされており、地方財政計画に所要額を計上することとしてい

ること。

３ 投資的経費

投資的経費については、次の事項にご留意いただきたい。

(1) 国の公共事業関係費は前年度比１３．８％減（一括交付金化の影響除きで

５．１％減）とされたところであるが、地方財政計画においては、投資的経

費のうち直轄事業負担金については、前年度に比し約９．３％減の６，４００億

円程度、補助事業費については、前年度に比し約２２．５％増の５兆３，１００億

円程度（補助事業費については、平成２２年度まで単独事業に計上していた

社会資本整備総合交付金を活用した道路事業を、補助事業へ移し替えたこと

により増加しているが、その影響を除いた場合、前年度に比し約４．６％の
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減）となる見込みであること。また、直轄事業負担金及び補助事業費の合計

は、前年度に比し約１８．０％の増（移替えの影響を除いた場合、前年度に

比し約５．１％の減）となる見込みであること。

(2) 地方単独事業費については、前年度に比し２２.０％減の５兆３，５５８億

円を計上することとしているが、上記(1)の移替えの影響を除いた場合には、

前年度比５．０％の減となっていること。

(3) 公共工事については、コスト構造改善への取組の参考とするため、「公共

事業コスト構造改善に対する取組について」（平成２０年５月９日付け総務

事務次官通知）を通知していること。

また、公共工事における一般競争入札及び総合評価方式の導入・拡充、ダ

ンピング受注の防止の徹底、予定価格等の公表の適正化等については、「公

共工事の入札及び契約の適正化の推進について」（平成２０年１２月２２日

付け総務省自治行政局長・国土交通省建設流通政策審議官通知）等において

要請していること。

４ 公債費

公債費については、臨時財政対策債の元利償還金が引き続き増加するものの、

その他の地方債の元利償還金の減少を踏まえ、全体として、地方財政計画上前

年度に比し１．２％程度の減を見込むこととしている。

５ 維持補修費

維持補修費については、地方財政計画上前年度と概ね同額を見込むこととし

ている。

６ 公営企業繰出金

公営企業繰出金については、「地方公営企業法」等に定める一般会計との間

における経費負担区分等の経営に関する基本原則を堅持しながら、地方公営企

業の経営基盤の強化、住民生活に密接に関連した社会資本の整備の推進、公立

病院における医療の提供体制の整備をはじめとする社会経済情勢の変化に対応

した新たな事業の展開等を図るため、地方財政計画に所要額を計上することと

している。

７ その他

次の諸点に、特にご留意いただきたい。
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(1) 各地方公共団体においては、「地方公共団体財政健全化法」附則第５条の

規定等を踏まえ、引き続き財政秩序の維持・確立に努めていただきたいこと。

なお、現在、地域主権改革を更に推進するため同条の規定を見直し、国等

への寄附について地方公共団体の自発的な判断に委ねることを検討している

こと。

(2) 公営競技は、地方財政への寄与を主たる目的として実施されるものである

が、依然として、経営状況が悪化し、収益率が低下する等極めて厳しい状況

にあるので、各施行団体にあっては、施設改善やファンサービス等の売上増

加策を講じ、公営競技の魅力の向上を図りつつ、開催経費の削減等による経

営の合理化を徹底するほか、必要に応じた、今後の事業の在り方に関する検

討を行うこと。

なお、引き続き、各施行団体が特別な経営改善計画を策定し、自主的に経

営改善に取り組もうとする場合に、その計画に基づいて行う人員削減や機械

導入等に伴い一時的に増加する経費のほか、公営競技施設に係る当該年度の

地方債元金償還金について、地方債を充当することができることとしている

こと。

また、宝くじについては、発売団体において、大規模災害など緊急政策課

題に直面する特定の発売団体がより機動的に宝くじにより資金調達をできる

仕組みが創設されたところであるが、その趣旨に鑑み、当該宝くじの発売許

可申請に対しては、その発売が円滑に進められるよう許可を行うこととして

いること。

(3) 公共調達については、入札談合の排除を徹底し、随意契約等の一層の適正

化を図るために、国の機関等が当面迅速かつ適切に実施すべき施策を「公共

調達の適正化に向けた取り組みについて」（平成１８年２月２４日付け公共

調達の適正化に関する関係省庁連絡会議決定）としてとりまとめていること。

第７ 地方公営企業

１ 地方公営企業の事業の円滑な推進とその経営基盤の強化に資するため、次の

ような措置を講じることとしている。

(1) 地方債計画においては、上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連
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した社会資本の整備を着実に推進することとし、事業の実施状況等を踏まえ、

所要額を確保していること。

(2) 旧公営企業金融公庫資金の繰上償還の財源として、地方債計画に公営企業

借換債３００億円を計上していること。

(3) 平成２４年度までの３年間で１.１兆円規模の公的資金の補償金免除繰上

償還を行い、高金利の地方債の公債費負担を軽減する措置を講じることとし

ているところであるが、繰上償還の承認を受けた企業においては公営企業経

営健全化計画の着実な実施が求められること。

(4) 病院事業については、引き続き、過疎地や産科、小児科、救急医療などの

不採算部門における医療の提供等に係る所要額を確保するとともに、医師の

派遣を受けることに対する新たな措置を講じることで医師確保対策の充実を

図る等、地方交付税措置を拡充することとしていること。

２ 地方公営企業会計制度等の抜本的な見直し

地方公営企業の会計制度については、「地方公営企業会計制度等研究会報告

書」（平成２１年１２月２４日公表）の提言を踏まえた見直しを行うこととし

ている。

このうち、資本制度の見直しについては、国会において継続審議となってい

る「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」により

「地方公営企業法」の改正を行うとともに、会計基準の見直しについても、所

要の政省令改正を行い、必要な移行期間を設けた上で、新たな基準を導入する

ことを予定しているので、円滑な移行に向けた準備にご留意いただきたい。

なお、地方公営企業会計制度の改正への対応に要する経費については、所要

の財政措置を講じることとしている。

３ 第３の９の地方債協議制度の見直し等、地方公共団体の自主性・自立性を高

める改革と併せて、地方公共団体の事業実施に伴う責任について留意する必要

が増していることから、住民生活に密着したサービスを提供するものではなく、

経済動向の変動等による事業リスクが相対的に高い事業を行う場合は、法人格

を別にして事業を実施するなど、地方公共団体のリスクを限定することについ

て、別途その詳細を通知することとしている。



 

平成 23 年度予算編成の基本方針 
 

平成 22 年 12 月 16 日 

閣  議  決  定 

 

１ 経済・社会の現状と改革への取組 
  日本の経済・社会は、歴史の転換点に差し掛かっている。 

20 年以上低迷してきた経済は、本格的な回復の軌道に乗ってお

らず、慢性的なデフレが続いている。何より、深刻な財政状況の

下、持続可能な社会保障の整備が遅れる中、少子化・高齢化、生

産年齢人口の減少は否応なく進み、社会の閉塞感、将来への不安

感が高まっている。 

こうした状況の下、歴史的な政権交代が実現した。そして、昨

年の「予算編成の基本方針」（平成 21 年 12 月 15 日閣議決定）で

も掲げた、「人」への投資の重視、新しい公共、地域主権等の様々

な改革を進めてきたが、改革はまだその途上にある。 

 

２ 平成 23 年度予算編成の基本理念 
  平成 23 年度予算は、政権交代後、新政権がゼロから取り組む

初の本予算である。 

  また、本年６月に、「新成長戦略」（平成 22 年６月 18 日閣議決

定）及び「財政運営戦略」（平成 22 年６月 22 日閣議決定）により

示した、新政権の経済・財政政策の基本的な方針の下での 初の

本予算でもある。 

「有言実行内閣」たる菅内閣として、この予算を、これまで先

送りされてきた重要政策課題に着手し、解決していくための出発

点としなければならない。とりわけ、「経済成長」、「財政健全化」、

「社会保障改革」を一体的に実現し、元気な日本を復活させるた

めの礎を築く必要がある。 

 

（１）「成長と雇用」の実現、デフレ脱却への道筋 

直近の経済情勢をみると、景気は足踏み状態にあり、失業率が

高水準にあるなど、国民生活に密接に関連する雇用情勢も厳しい。

また、デフレが続いており、円高、世界経済の動向等、景気の下

押しリスクの要因もある。こうした情勢に対応し、全国津々浦々

の地域に根ざした元気な日本を復活させるため、平成 23 年度予算

は、「成長と雇用」を 大のテーマとする。今後需要が拡大してい

く分野を中心に、雇用を増やし、経済成長の要としていくための

（1）



 

政策に重点を置き、景気回復とデフレ脱却への道筋を確かなもの

にするとともに、持続的な成長の基盤を築く。 

 

（２）国民の生活を第一に 

また、これまで十分に光が当てられてこなかった分野を含め、

国民の生活を第一に掲げる、政権交代以来の理念を引き続き追求

し、子ども手当の上積み、高校実質無償化の継続、求職者支援制

度の創設等を着実に実施する。 

 

（３）確固たる戦略に基づく予算編成 

かつてのように、府省庁縦割りで硬直的な、無駄の多い予算配

分を続ければ、持続的な成長と雇用は実現できず、借金の山だけ

が残り、将来の世代にツケを負わせることになる。こうした失敗

を繰り返す余裕は、もはや日本にはない。既存の事業を抜本的に

見直し、確固たる戦略の下に大胆に予算を組み替えていくことが

不可欠である。そのため、旧政権下の施策はもとより、新政権下

で採択した施策であっても、謙虚に、不断の見直しをしていく姿

勢が必要である。 

 

こうした理念の下、「新成長戦略」を着実に推進すると同時に、

「財政運営戦略」に定めた財政規律の下に、成長と雇用拡大を実

現する。これが、来年度予算編成、そしてその後の予算編成を通

じた、菅内閣の基本方針である。 

 

３ 重点分野の基本的方向性 
（１）新成長戦略の実現へ向けて 

   菅内閣は、急速な円高の進行等の厳しい経済情勢にスピード

感を持って対応し、デフレ脱却と景気の自律的回復に向けた道

筋を確かなものとしていくために、「新成長戦略実現に向けた３

段構えの経済対策」を決定した。そのステップ１として、平成

22 年度経済危機対応・地域活性化予備費を活用した緊急的な対

応を行うとともに、ステップ２として、平成 22 年度補正予算を

編成し、成立させたところである。今後、まずはこれらの施策

を速やかに実施していく。 

   そして、ステップ３として、平成 23 年度予算における新成長

戦略の本格実施を図る。政府は既に、９月以降５回にわたって

「新成長戦略実現会議」を開催し、新成長戦略を強力に推進す

る体制を整えており、「21 の国家戦略プロジェクト」のうち、世

（2）



 

界の潮流からみて遜色のない高いレベルの経済連携を進め、必

要な国内改革を先行的に推進するとともに、総合特区制度、医

療の実用化促進のための医療機関の選定制度、「新しい公共」の

活動を支える新たな制度等について、平成 23 年度から本格的に

着手することとしている。国内投資の促進や、金融の円滑化を

含めた施策を推進し、企業・産業の活力を向上させ、新たな雇

用の創造を図る。 

また、「元気な日本復活特別枠」の要望について、成長と雇用

の観点を重視した評価付けを実施したところであり、要求・要

望を通じた平成 23 年度予算全体において、新成長戦略の実現の

ために真に有効な施策について、重点的な予算配分を行う。国

家戦略室は、各府省の協力を得て、予算の概算決定後 初に開

催される新成長戦略実現会議において、新成長戦略実現へ向け

た施策の状況について報告するものとする。 

 

（２）マニフェスト主要事項等の重要な政策課題 

 ①子ども・子育て支援 

   子どもは、この国の将来を担う宝であり、今後日本の社会の

活力を維持していくためにも、少子化対策・子育て支援は喫緊

の課題である。 

   子ども手当については、関係５大臣会合における議論に基づ

き、上積みを行う方向で検討する。上積みは３歳未満の子ども

を対象とし、その金額は月額 7,000 円を目安としつつ、恒久財

源の確保との見合いで検討する。地方負担の在り方を含む財源

構成については、国の財源の状況、「控除から手当へ」の考え方、

昨年の関係４大臣合意の趣旨等を踏まえつつ、地方自治体の意

見も聞きながら成案を得る。 

また、保育所などの現物サービスを充実させる中で、「待機児

童解消「先取り」プロジェクト」への対応を行う。 

 

 ②農業予算 

   菅内閣は、「国を開く」方針の下、「包括的経済連携に関する

基本方針」（平成 22 年 11 月９日閣議決定）を決定し、経済連携

の推進と農業の再生を両立するための方策について、「食と農林

漁業の再生推進本部」、「食と農林漁業の再生実現会議」におい

て検討することとしている。 

   そして、平成 23 年度予算から、農業の体質強化、６次産業化

に重点を置いた一歩を踏み出すことを明確に示すため、関係４

大臣会合の議論を踏まえた諸施策を行う。 

（3）



 

農地の規模拡大による競争力強化を進めるため、流動化を促

進する方策を検討する。戸別所得補償制度においては、規模を

拡大させる行為に着目した加算の導入を検討し、それと併せて、

他の加算措置や助成内容等について精査する。また、農林水産

品の輸出拡大や、６次産業化による農業・農村活性化等へ向け

政府を挙げて取り組む。 

 

 ③一括交付金 

   歴史の転換点に立つ、日本の経済・社会の新たな有り様を政

府は示すとともに、地域の自由裁量を拡大するため、「ひも付き

補助金」を段階的に廃止し、一括交付金化に着手する。第一段

階として、投資補助金を所管する全ての府省が平成23年度から、

投資補助金の一括交付金化に取り組み、「地域自主戦略交付金」

（仮称）を創設することとする。 

同交付金の規模は、平成 24 年度には１兆円強を目指すが、平

成 23 年度は都道府県分を対象とし、その半分程度の規模を目指

す。内閣府予算として計上し、当面は継続事業が実施できるよ

う配意しつつ、客観的指標による配分を導入するものとする。 

 

 ④雇用対策 

   雇用対策は、菅内閣が も重視する政策の一つである。厳し

い雇用情勢に迅速に対応し、新卒者就職支援など、雇用戦略対

話における合意も踏まえ、「３段構えの経済対策」のステップ１、

ステップ２と一体となった雇用対策を推進する。 

また、雇用保険を受給できない求職者に対する恒久的な制度

（第二のセーフティネット）として、求職者支援制度の創設に

向け検討を進め、次期通常国会における法制化を目指す。 

   雇用保険に係る国庫負担割合を法律の本則（給付総額の４分

の１）に戻すことについては、安定財源の確保との見合いで検

討する。 

 

４ 徹底した予算の組替えと無駄の削減 
（１）元気な日本復活特別枠の配分基本方針 

   平成 23 年度予算においては、「平成 23 年度予算の概算要求組

替え基準について」（平成 22 年７月 27 日閣議決定）に基づき、

府省庁の枠を超えて予算を大胆に組み替え、元気な日本を復活

させるための施策に重点配分を行う仕組みとして、「元気な日本

復活特別枠」(以下「特別枠」という。)を設定する。 

（4）



 

   特別枠への要望については、「組替え基準」を踏まえ、「元気

な日本復活特別枠に関する評価会議」において、政策の評価が

行われた。特別枠の予算配分は、この評価を基本としつつ、内

閣総理大臣が、当該事業が成長と雇用の拡大に資するかどうか、

国民生活の安定・安全の観点から必要であるか等、政権として

の重点や、国民の要請を踏まえ、思い切ったメリハリ付けを行

い決定する。 
 

（２）事業仕分けの適切な反映 

   事業仕分けは、予算編成過程を可視化し、国民目線に立った

事業の見直し・無駄の削減を行うことによって、行政の在り方

に大きな一石を投じた。これまでの事業仕分けの対象となった

事業については、その結果を予算査定に適切に反映させるもの

とする。その際、担当大臣は広く国民の納得が得られるように

十分な説明責任を果たしつつ、指摘された事業の見直しが確実

に行われていることを担保する。また、事業仕分けの対象とな

らなかった事業についても、行政刷新会議で示された方向性を

参考に、横断的に事業の見直しを行う。 

 

（３）独立行政法人の事務・事業の見直し等 

独立行政法人については、事業仕分けの評価結果や「独立行

政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月７日

閣議決定）を踏まえ、事務・事業の見直し、資産・運営等の見

直しを確実に行う。また、不要な利益剰余金等について、確実

かつできるだけ速やかに国庫納付を行うこととし、こうした歳

入は一時的・特例的なものであることを踏まえつつ、厳しい財

政事情の下、できる限りの活用を図るものとする。 

政府系の公益法人についても、同様に、事業仕分けの評価結

果等を踏まえ、各大臣は、事務・事業等の見直しを確実に行う

とともに、指導監督を徹底する。 

 

（４）国家公務員人件費等の抑制・削減 

   「人件費」については、日本全体の大きな課題である。その

認識に立ち、平成 23 年度予算及びそれ以降においても、各大臣

において抑制・削減に取り組むと同時に、政府全体でも抑制・

削減に全力で取り組む。なお、今後の国家公務員等の給与改定

については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平

成 22 年 11 月１日閣議決定）に沿って、次期通常国会に、自律

的労使関係制度を措置するための法案を提出し、交渉を通じた

（5）



 

給与改定の実現を図るとともに、その実現までの間においても、

人件費を削減するための措置について検討し、必要な法案を次

期通常国会から、順次、提出する。また、メリハリのある定員

配置を実現しつつ、新規増員を厳しく抑制することにより定員

の純減を可能な限り確保する。 

 

５ 財政運営戦略の着実な実現 
  平成 23 年度予算は、財政運営戦略及び中期財政フレームの下で

編成される 初の本予算であり、財政健全化へ向けた日本政府の

姿勢を示すものとして、内外の市場関係者も注視している。市場

の信認を確保していくため、財政運営戦略・中期財政フレームに

定めた規律の下に、財政健全化目標達成へ向けた第一歩とする。 

 

（１）新規国債発行額 

   平成 22 年度当初予算における新規国債発行額約 44 兆円は、

過去 高の水準である。平成 23 年度当初予算における新規国債

発行額は、平成 22 年度当初予算の水準を上回らないものとする

よう、全力をあげる。 

 

（２）基礎的財政収支対象経費 

   基礎的財政収支対象経費については、中期財政フレームに定

めるとおり、平成 22 年度当初予算の水準である約 71 兆円（「歳

出の大枠」）を上回らないものとする。これを達成するためには、

特別枠への要望額の相当程度の絞り込みや、マニフェスト施策

財源見合検討事項についての調整を行うことが不可欠であり、

要求全体の更なる精査・削減と併せて検討する。 

   なお、基礎年金国庫負担については、法律上、税制抜本改革

によって所要の安定財源を確保することが、国庫負担割合を２

分の１とする前提条件であるが、平成 21 年度及び平成 22 年度

は臨時の財源を手当し２分の１としている。平成 23 年度におい

ても、単年度限りの措置として、臨時の財源を手当てし２分の

１を維持する方向で検討する。 

 

（３）今後の検討課題 

 ①財政運営戦略の進捗状況の検証等 

   国家戦略室は、関係府省の協力を得て、年明け後早くに、平

成 23 年度予算までの状況を踏まえ、財政健全化目標を始めとす

る財政運営戦略の進捗状況の検証を行い、公表するものとする。 
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   平成 23 年半ば頃、中期財政フレームの改訂を行い、平成 24

年度から平成26年度までを対象とする新たな中期財政フレーム

を定める。この際、現行の中期財政フレームに定める歳入・歳

出にわたる取組は維持することを基本とするが、財政運営戦略

の進捗状況の検証等を踏まえ、必要があれば、財政健全化への

取組を加速することも含め検討する。 

 

 ②社会保障と税の抜本改革  

   新成長戦略、財政運営戦略の実施と不可分であるもう一つの

重要政策課題は、社会保障改革である。少子高齢化が進む中、国

民の安心を実現するためには、「社会保障の機能強化」とそれを支

える「財政の健全化」を同時に達成することが不可欠であり、それ

が国民生活の安定や雇用・消費の拡大を通じて、経済成長につなが

っていく。 

「社会保障改革の推進について」（平成 22 年 12 月 14 日閣議

決定）に基づき、社会保障の安定・強化のための具体的な制度

改革案とその必要財源を明らかにするとともに、必要財源の安

定的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革につい

て一体的に検討を進め、その実現に向けた工程表とあわせ、平

成 23 年半ばまでに成案を得、国民的な合意を得た上でその実現

を図ることとする。 

 

③予算・行政に関するＰＤＣＡサイクルの充実 

 行政支出の無駄を減らし、限られた予算を真に国民に便益を

もたらす施策に配分するためには、予算に関するＰＤＣＡ

（Plan-Do-Check-Action：計画・実行・検証・反映）のサイク

ルを充実し、施策の有効性、効率性について不断の検証を行っ

ていくことが不可欠である。既存の政策評価制度と行政事業レ

ビューの役割分担の明確化・連携強化や、「予算編成等の在り方

の改革について」（平成 21 年 10 月 23 日閣議決定）に掲げられ

た政策達成目標明示制度等の施策の取扱いを含め、関係府省・

部局において政府全体におけるＰＤＣＡサイクルの整理・強化

について検討を行う。 
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平成 23年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度 

～新成長戦略実現に向けたステップ３へ～ 
 

 

 

 
平成 22 年 12 月 22 日 

閣  議  了  解 

 

 

 我が国経済はリーマンショック後の経済危機を克服し、外需や政
策の需要創出・雇用下支え効果により持ち直してきた。しかしなが
ら、急速な円高の進行や海外経済の減速懸念により、夏以降、先行
きの不透明感が強まり、また、雇用も依然厳しい状況となっている。
菅内閣は、こうした厳しい経済情勢の中、スピード感を重視して、
主に年末から年明け以降の景気下振れリスクに先手を打って対応す
るため、「３段構えの経済対策」に基づき、予備費を活用したステッ
プ１1、補正予算によるステップ２2を策定し、景気・雇用の両面から
経済の下支えを図ってきたところである。 
 今後は、これら経済対策の着実な推進を図るとともに、「成長と雇
用」に重点を置いた平成 23年度の予算・税制等からなるステップ３
に「切れ目なく」つなぎ、新成長戦略が目指すデフレ脱却と雇用を
起点とした経済成長の実現を確かなものとしていく。 
 

                                                   
1 「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」（平成 22 年 9 月 10 日閣議決定）におけ

る「緊急的な対応」 
2 「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」（平成 22 年 10 月 8 日閣議決定） 
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Ⅰ．平成 22年度の経済動向及び平成 23年度の経済見通し 
 

（１）平成 22年度及び平成 23 年度の主要経済指標 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）平成 22年度の経済動向 

  

平成 22年度の我が国経済は、同年秋から足踏み状態にあるが、今

後は踊り場を脱する動きが進むと見込まれる。 

 物価の動向を見ると、緩やかなデフレ状況が続いている。消費者

物価は２年連続の下落になるが、ＧＤＰギャップ（供給超過）の縮

小等により下落幅は縮小する。 

 平成 22 年度の国内総生産の実質成長率は、平成 21 年度後半が外

平成21年度 平成22年度 平成23年度

（実績） （実績見込み） （見通し）

兆円 兆円程度 兆円程度 ％ ％ ％程度 ％程度 ％程度 ％程度

（名目） （名目） （名目） （名目） （実質） （名目） （実質） （名目） （実質）

474.0 479.2 483.8 ▲ 3.7 ▲ 2.4 1.1 3.1 1.0 1.5

280.7 281.7 282.2 ▲ 2.3 0.0 0.4 1.5 0.2 0.6

12.9 13.0 13.8 ▲ 21.3 ▲ 18.2 0.7 0.1 5.8 5.4

63.7 66.4 69.2 ▲ 16.6 ▲ 13.6 4.2 4.9 4.2 4.2

▲ 3.6 ▲ 3.2 ▲ 2.5 (▲ 0.9) (▲ 1.1) (0.1) (0.2) (0.1) (0.1)

64.2 73.4 77.3 ▲ 18.0 ▲ 9.6 14.3 18.7 5.2 6.2

60.2 68.3 71.4 ▲ 25.0 ▲ 11.0 13.5 10.5 4.6 3.5

▲ 4.9 ▲ 2.7 0.8 1.9 0.8 1.0

▲ 5.5 ▲ 3.9 0.9 1.9 1.0 1.2

0.6 1.2 ▲ 0.0 0.0 ▲ 0.2 ▲ 0.2

1.2 0.3 0.2 1.2 0.2 0.5

万人 万人程度 万人程度

6,608 6,588 6,593

6,265 6,258 6,285

5,457 5,466 5,503

％ ％程度 ％程度

5.2 5.0 4.7

％ ％程度 ％程度

▲ 8.9 8.6 2.5

％ ％程度 ％程度

▲ 5.2 0.3 0.4

▲ 1.7 ▲ 0.6 0.0

▲ 1.3 ▲ 2.0 ▲ 0.5

兆円 兆円程度 兆円程度

4.8 6.6 7.5

6.6 7.8 8.4

55.6 64.3 68.3 ▲ 17.9 15.8 6.2

49.0 56.5 59.9 ▲ 26.4 15.4 6.1

15.8 16.4 17.6

％ ％程度 ％程度

3.3 3.4 3.6

（注）消費者物価指数は総合であり、平成22年度の実績見込みには高校実質無償化の影響（寄与度▲0.5％程度）が含まれる。

民間在庫品増加 ( )内は寄与度

対前年度比増減率

平成21年度 平成22年度 平成23年度

国内総生産

民間最終消費支出

民間住宅

民間企業設備

財貨・サービスの輸出

（控除）財貨・サービスの輸入

内需寄与度

民需寄与度

公需寄与度

外需寄与度

％ ％程度 ％程度

労働力人口 ▲ 0.6 ▲ 0.3 0.1

労働・雇用

就業者数 ▲ 1.7 ▲ 0.1 0.4

雇用者数 ▲ 1.1 0.2 0.7

完全失業率

貿易収支

生産

鉱工業生産指数・増減率

物価

国内企業物価指数・変化率

消費者物価指数・変化率

GDPデフレーター・変化率

国際収支 ％ ％程度 ％程度

貿易・サービス収支

輸出

経常収支

経常収支対名目GDP比

輸入
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需や政策の需要創出・雇用下支え効果により高い成長となったこと

から、3.1％程度と３年ぶりのプラス成長が見込まれる。国民の景気

実感に近い名目成長率は、1.1％程度と見込まれる。 
 

（３）平成 23年度の経済見通し 
  

平成 23年度は、世界経済の緩やかな回復が期待される中で、予算、

税制等による新成長戦略の本格実施等を通じて、雇用・所得環境の

改善が民間需要に波及する動きが徐々に強まることから、景気は持

ち直し、経済成長の好循環に向けた動きが進むことが見込まれる。 

 物価については、消費者物価上昇率はＧＤＰギャップの縮小等に

より 0.0％程度になると見込まれる。ＧＤＰデフレーターは、緩やか

な下落が続く。完全失業率は、雇用者数の増加から低下する。 

 こうした結果、平成 23 年度の国内総生産の実質成長率は 1.5％程

度、名目成長率は 1.0％程度と、それぞれ２年連続のプラス成長が見

込まれる。 

 なお、先行きのリスクとして、海外景気の下振れ懸念や為替市場

の動向等が挙げられる。 
 

① 実質国内総生産 

（ⅰ）民間最終消費支出 

 雇用・所得環境の改善に伴い、緩やかな増加が続く（対前年度比

0.6％程度の増）。 

 

（ⅱ）民間住宅投資 

 雇用・所得環境の改善に加え、住宅関係の政策効果により増加す

る（対前年度比 5.4％程度の増）。 

 

（ⅲ）民間企業設備投資 

 企業収益の増加に加え、予算・税制等を含む政策効果等により、

緩やかな増加を続ける（対前年度比 4.2％程度の増）。 

 

（ⅳ）公需 

 政府最終消費支出は緩やかに増加するが、他方、公的固定資本形

成は引き続き前年度を下回る（実質経済成長率に対する公需の寄与

度マイナス 0.2％程度）。 
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（ⅴ）外需 

 世界経済の緩やかな回復が期待されることから増加する（実質経

済成長率に対する外需の寄与度 0.5％程度）。 

 

② 労働・雇用 

雇用創出・下支えの政策効果が継続する下で、景気が持ち直して

いくことから完全失業率は 2 年連続して低下する（4.7％程度）。雇

用者数は緩やかな増加を続ける（対前年度比 0.7％程度の増）。 

 

③ 鉱工業生産 

輸出の回復や内需の増加を受けて、持ち直す（対前年度比 2.5％程

度の増）。 

 

④ 物価 

消費者物価上昇率はＧＤＰギャップの縮小等を受けて、0.0％程度

となる。国内企業物価はわずかに上昇する（対前年度比 0.4％程度の

上昇）。ＧＤＰデフレーターは緩やかな下落を続ける（対前年度比

0.5％程度の下落）。 

 

⑤ 国際収支 

世界経済の緩やかな回復を背景に、貿易収支黒字、経常収支黒字

はともに増加する（経常収支対名目ＧＤＰ比 3.6％程度）。 
 
（注１）  本経済見通しに当たっては、「Ⅱ．平成 23 年度経済財政運営の基本的態度」

及び「Ⅲ.新成長戦略実現に向けたステップ３の具体的な取組」に記された

経済財政運営を前提としている。 

（注２）  世界ＧＤＰ（日本を除く）、円相場、原油輸入価格については、以下の前

提を置いている。なお、これらは、作業のための想定であって、政府として

の予測あるいは見通しを示すものではない。 

 平成21年度 平成22年度 平成 23 年度 

世界ＧＤＰ（日本を除く）の 

実質成長率（％） 
▲0.1 3.9 3.2 

円相場（円／ドル） 92.8 85.6 82.4 

原油輸入価格（ドル／バレル） 69.1 81.9 86.6 
 

（備考） 

１． 世界ＧＤＰ（日本を除く）の実質成長率は、国際機関等の経済見通しを基

に算出。 

２． 円相場は、平成 22 年 11 月 1 日～11 月 30 日の１か月間の平均値（82.4 円

／ドル）で同年 12 月以後一定と想定。 
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３． 原油輸入価格は、平成 22 年 11 月 1 日～11 月 30 日の１か月間のスポット

価格の平均値に運賃、保険料を付加した値（86.6 ドル／バレル）で同年 12 月

以後一定と想定。 

（注３）  我が国経済は民間活動がその主体をなすものであること、また、特         

に国際環境の変化には予見しがたい要素が多いことにかんがみ、上記の諸計

数はある程度幅を持って考えられるべきものである。 
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Ⅱ．平成 23年度経済財政運営の基本的態度 
 

 

○「３段構えの経済対策」のステップ１及び２をさらに推進し、

景気・雇用面から来年初以降の下振れリスクに備え、民間部門

のマインドを安定化 

○新成長戦略本格実施元年の平成 23年度は、ステップ３として「成

長と雇用」に重点を置いた予算や税制等の総合的な活用により、

フェーズＩの目標であるデフレ脱却と自律的回復に向けた道筋

を確かなものとする 

○需要面の取組を基本としつつ、フェーズ II までを見据え、中長

期的な供給面の成長制約に備えた取組を推進 

○円高、デフレ状況に対する為替、金融面での対応 

 

（「成長と雇用」に重点を置いた新成長戦略の本格実施） 

平成 23 年度は、「新成長戦略」（平成 22 年６月 18 日閣議決定）

の「本格実施元年」に当たる一年であり、新成長戦略のフェーズ

Ｉ（デフレ清算期間）が目指すデフレ脱却と景気の自律的回復に

向けた道筋を確かなものとするため、「成長と雇用」に重点を置き、

予算、税制、規制・制度面から最大限の努力を行うことを経済財

政運営の方針と位置づける。 

 

（ステップ１、２の推進による景気悪化リスクへの対処） 

このため、「３段構えの経済対策」のうち既に実施過程に入った

ステップ１及びステップ２に盛り込まれた施策をさらに推進する。

これにより、今後の景気・雇用の悪化リスクに需要・雇用面から

対処し、家計・企業のマインドの安定化を図る。その際、対策の

効果を早期かつ最大限発揮させるため、ＰＤＣＡサイクルに立脚

した進捗管理を徹底する。 

 

（ステップ３を通じた本格的な経済成長の基盤づくり） 

これらに「切れ目なく」続くステップ３として、平成 23 年度の

予算、税制改正及び規制・制度改革など需要面を中心に政策手段

を総動員し、成長分野における雇用の創造が起点となって、家計

の所得・支出の増加につながるような経済の「好循環」を確かな

ものとする。また、経済の下振れリスクに警戒を怠ることなく、

景気・雇用の動向によっては果断に対応する。 
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（新成長戦略フェーズ II を見据えた準備） 

こうした需要面を中心とした取組を基本としつつ、今後中長期

的に人口減尐・高齢化から強まっていく供給面からの成長制約に

備えるため、平成 23 年度においては、新成長戦略フェーズ II を

見据え、人材の育成、起業の促進などの取組を着実に推進する。 

 

（為替、金融面の対応） 

為替については、円高の急速な進行は一時に比べ一服している

ものの、過度の円高の進行・長期化は経済・金融の安定に悪影響

を与え看過できないとの観点から、引き続き、必要な時には為替

介入を含め断固たる措置をとる。 

日本銀行に対しては、早期のデフレ脱却に向け、引き続き、政

府と緊密な情報交換・連携を保ちつつ、適切かつ機動的な金融政

策の運営によって経済を下支えするよう期待する。 

また、中小企業金融円滑化法の１年延長を図る。 
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Ⅲ．新成長戦略実現に向けたステップ３の具体的な取組 
 

（１）予算、税制、規制・制度による一体的取組 

 

平成 23 年度においては、ステップ１、２の経済対策に続き、「新

成長戦略実現に向けたステップ３」として、デフレ脱却と景気の

自律的回復に向けた道筋を確かなものとするべく、以下に示すよ

うに、予算、税制改正及び規制・制度改革といった政策手段を総

合的に活用する。 

 

○予算 

新成長戦略及び財政運営戦略の本格実施元年として、財政健

全化の歩みを進めつつ、「元気な日本復活特別枠」の活用を含め、

「成長と雇用」を重視した予算とする。 

○税制改正 

「平成 23年度税制改正大綱」を踏まえ、新成長戦略の実施に資

する観点から、デフレ脱却と雇用拡大を最優先し、法人実効税

率引下げ等を行う。 

○規制・制度改革 

ステップ１、２に続き、財源を使わない需要喚起策として、

及び新成長戦略を推進するための政策ツールとして規制・制度

改革をさらに強力に推進する。 

 

 

① 予算 

「平成 23 年度予算編成の基本方針」（平成 22 年 12 月 16 日閣

議決定）に基づき、平成 23 年度予算は、厳しい財政事情の下、「財

政運営戦略」（平成 22 年６月 22 日閣議決定）を踏まえ財政健全化

の歩みを進めるとともに、新成長戦略を本格的に実施するため、

需要面を中心に限られた財源の中で成長と雇用を軸とした予算と

する。 

具体的には、グリーン・イノベーション、ライフ・イノベーシ

ョンやアジア展開等における「国家戦略プロジェクト」をはじめ、

新成長戦略を本格実施するため、所要の制度改革を進めるととも

に、真に有効な施策について、「元気な日本復活特別枠」の活用を

含め、重点的な予算配分を行う。 
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② 税制改正 

「平成 23 年度税制改正大綱」（平成 22 年 12 月 16 日閣議決定）

を踏まえ、新成長戦略の実施に資する観点から、デフレ脱却と雇

用拡大を最優先し、法人実効税率引下げ等を行う。 

○法人実効税率の引下げ 

我が国企業の国際競争力の向上や我が国の立地環境の改善等を

図り、国内の投資拡大や雇用創出を促進するため、法人実効税

率を５％引き下げる。中小企業に対する法人税の軽減税率につ

いては３％引き下げる。 

○雇用促進税制の創設 

雇用の維持・増加を図り、それによって経済成長を図る観点か

ら、雇用を一定以上増加させた企業に対する優遇措置を講じる。 

 ○その他 

・我が国の環境・エネルギー技術の開発を後押しすることにより

経済成長につなげるとともに、地球温暖化問題に対応していく

ため、先進的な低炭素・省エネ設備への投資に対し、税制上の

優遇措置を講じる。 

・激しい国際競争にさらされている我が国の企業立地環境を改善

するため、総合特区制度及びアジア拠点化推進のための税制上

の支援措置を講じる。 

・「新しい公共」の担い手を支える環境を整備し、担い手の活発な

活動を促進するため、認定ＮＰＯ法人等への寄附に係る所得税

の税額控除の導入、認定ＮＰＯ法人制度の見直しを行うととも

に、新認定法に基づく新たな認定制度の整備を目指す。 

 

③ 規制・制度改革 

予算や税制という財政措置のみならず、財源を必要としない需

要喚起策として、潜在的需要の顕在化や雇用創出の障害となって

いる規制・制度の見直しを中心に、新成長戦略の実現を図る。ま

た、フェーズ II を見据え、高齢化の中で供給力が成長制約になら

ないよう生産性向上に資する規制・制度の改革にも取り組む。 

○「日本を元気にする規制改革 100」等の推進 

「日本を元気にする規制改革 100」等に基づき、都市再生・住

宅分野、環境・エネルギー分野、国を開く経済戦略分野等を中

心に規制・制度改革を進めるため、法改正等所要の措置を講ず

る。 
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○新成長戦略実現のためのさらなる課題への対応 

医療・介護、環境・エネルギー、農林・地域活性化等の分野に

ついて、平成 23 年３月までに、新成長戦略の実現に資する規制・

制度改革の方針を策定し、これを推進する。その中において、

国内投資の促進や包括的経済連携の推進に資する規制・制度の

改革などの課題にも取り組む。また、成長分野の発展や地域活

性化に資するよう、総合特区制度の創設を行う。 

 

（２）成長と雇用に向けた主要方針の推進 

  

 雇用を起点とした経済成長の実現に向け、新成長戦略の本格実

施を図るとともに、予算、税制等の一体的な取組を通じ、以下の

主要方針に取り組む。 

 

① 雇用を「つなぐ」「創る」「守る」政策の推進 

雇用を歯車とする経済成長を早期に実現するため、政労使の合

意に基づく「雇用戦略・基本方針 2011」（平成 22 年 12 月 15 日雇

用戦略対話）を踏まえ、ステップ１、２の経済対策に盛り込まれ

た施策の着実な実施を含め、雇用を「つなぐ」、「創る」、「守る」

総合的な雇用創出・支援策を講ずる。 

 

② 国内投資の促進 

雇用を生み出す主体は企業であるとの観点から、民間企業の国

内投資再強化を促し、新たな雇用を創出するため、「日本国内投資

促進プログラム」（平成 22 年 11 月 29 日国内投資促進円卓会議決

定）を踏まえ、投資促進、成長促進に資する政策を強力に推進す

る。 

 

③ 包括的経済連携 

グローバル化の果実を取り込み、海外における我が国の財・サ

ービスに対する潜在的需要を掘り起こし、「強い経済」を実現させ

る観点から、「包括的経済連携に関する基本方針」（平成 22 年 11

月９日閣議決定）に基づき、農業分野等における抜本的な国内改

革を先行的に推進しつつ、アジア太平洋地域をはじめ世界の主要

貿易国との間で高いレベルの経済連携を進める。 
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前年度予算額 平成２３年度 比較増△減額

( 当 初 ) ( Ａ ) 概 算 額 ( Ｂ ) （Ｂ－Ａ）

％

１．租 税 及 印 紙 収 入 373,960 409,270 35,310 9.4      

２．そ の 他 収 入 106,002 71,866 △ 34,136 32.2△   

( 51,146 ) ( 24,897 ) ( △ 26,249 ) ( 51.3△   )

３．公 債 金 443,030 442,980 △ 50 0.0△    

⑴ 公 債 金 63,530 60,900 △ 2,630 4.1△    

⑵ 特 例 公 債 金 379,500 382,080 2,580 0.7      

922,992 924,116 1,124 0.1      

１．国 債 費 206,491 215,491 9,000 4.4      

２．基礎的財政収支対象経 709,319 708,625 △ 694 0.1△    
費

 ( 174,777 ) ( 167,845 ) ( △ 6,932 ) ( 4.0△    )

915,810 924,116 8,306 0.9      

３．平成20年度決算不足補 7,182 － △ 7,182 －
てん繰戻

922,992 924,116 1,124 0.1      

（注１）特例法によるものとは、「平成22年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」

及び「平成23年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」(仮称)に基づく収入

のうち特例公債金以外の収入をいう。

（注２）計数整理の結果、異動を生ずることがある。

（注３）計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがあ

る。

平 成 ２ ３ 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 概 算

伸 率区 分

（単位 億円）

平成22年12月24日

合 計

計

歳 入

歳 出

合 計

(うち地方交付税交付金等)

(うち特例法によるもの(注１))
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前 年 度 予 算 額 平 成 ２ ３ 年 度 比 較 増 △ 減 額

( 当 初 ) ( Ａ ) 概 算 額 ( Ｂ ) （Ｂ－Ａ）

％

65            63            2△            2.8△      

1,490         1,396         94△           6.3△      

3,232         3,200         32△           1.0△      

178           170           8△            4.3△      

5,608         10,131        4,522          80.6       

2,705         2,451         254△          9.4△      

185,936       177,216       8,721△        4.7△      

( 174,777       ) ( 167,845       ) ( 6,932△        ) ( 4.0△      )

6,798         7,508         710            10.4       

6,572         6,262         310△          4.7△      

12,928        12,773        154△          1.2△      

55,926        55,428        498△          0.9△      

275,561       289,638       14,077         5.1        

22,784        21,266        1,518△        6.7△      

9,922         9,568         354△          3.6△      

56,139        50,193        5,946△        10.6△     

2,072         2,009         63△           3.0△      

47,903        47,752        151△          0.3△      

10,000        8,100         1,900△        19.0△     

3,500         3,500         － －

709,319       708,625       694△          0.1△      

206,491       215,491       9,000          4.4        

915,810       924,116       8,306          0.9        

7,182         － 7,182△        －

922,992       924,116       1,124          0.1        

警 察 庁

平成20年度決算不足補
てん繰戻

国 土 交 通 省

合 計

小 計
(基礎的財政収支対象経費)

国 債 費

経済危機対応・地域活
性化予備費

内 閣 ・ 内 閣 本 府 等

会 計 検 査 院

裁 判 所

環 境 省

平成２３年度一般会計歳出概算所管別内訳

伸 率所 管 別

（単位 億円）

国 会

法 務 省

総 務 省

皇 室 費

（うち地方交付税交付金等）

総 合 計

防 衛 省

財 務 省

外 務 省

経 済 産 業 省

農 林 水 産 省

厚 生 労 働 省

文 部 科 学 省

予 備 費
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前年度予算額 平成２３年度 比較増△減額

( 当 初 ) ( Ａ ) 概 算 額 ( Ｂ ) （Ｂ－Ａ）

％

272,686 287,079 14,393 5.3      

55,872 55,100 △ 772 1.4△    

（ 13,334）（ 13,352）（ 18 ) ( 0.1      )

206,491 215,491 9,000 4.4      

7,144 6,434 △ 710 9.9△    

174,777 167,845 △ 6,932 4.0△    

47,903 47,752 △ 151 0.3△    

57,731 49,743 △ 7,987 13.8△   

5,822 5,298 △ 524 9.0△    

1,911 1,969 58 3.0      

8,420 8,559 139 1.7      

11,612 11,587 △ 25 0.2△    

51,943 55,660 3,717 7.2      

（ －）（ 5,120）（ 5,120 ) ( － ）

10,000 8,100 △ 1,900 19.0△   

3,500 3,500 － －

915,810 924,116 8,306 0.9      

7,182 － △ 7,182 －

922,992 924,116 1,124 0.1      

（注）前年度予算額は、２３年度概算額との比較対照のため、組替えをしてある。

食 料 安 定 供 給 関 係 費

そ の 他 の 事 項 経 費

中 小 企 業 対 策 費

エ ネ ル ギ ー 対 策 費

合 計

繰戻

予 備 費

平成20年度決算不足補てん

計

経 済 協 力 費

恩 給 関 係 費

地 方 交 付 税 交 付 金 等

（ う ち 科 学 技 術 振 興 費 ）

平成２３年度一般会計歳出概算主要経費別内訳

伸 率事 項

（単位 億円）

（うち地域自主戦略交付金(仮称)）

予備費

防 衛 関 係 費

経済危機対応・地域活性化

社 会 保 障 関 係 費

文 教 及 び 科 学 振 興 費

国 債 費

公 共 事 業 関 係 費
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平成23年度地方財政収支見通しの概要

334,037 億円 325,096 億円 2.8 ％

21,749 億円 19,171 億円 13.4 ％

歳 3,877 億円 3,832 億円 1.2 ％

173,734 億円 168,935 億円 2.8 ％

114,772 億円 134,939 億円 ▲ 14.9 ％

入 うち臨時財政対策債 61,593 億円 77,069 億円 ▲ 20.1 ％

約 825,200 億円 821,268 億円 約 0.5 ％

594,990 億円 594,103 億円 0.1 ％

587,790 億円 587,603 億円 0.0 ％

約 212,700 億円 216,864 億円 約 ▲ 1.9 ％

退 職 手 当 以 外 約 191,000 億円 194,064 億円 約 ▲ 1.6 ％

退 職 手 当 約 21,700 億円 22,800 億円 約 ▲ 4.7 ％

うち単独分 約 138,600 億円 138,285 億円 約 0.2 ％

歳 3,000 億円 4,000 億円 ▲ 25.0 ％

0 億円 9,850 億円 ▲ 100.0 ％

12,000 億円 0 億円 皆増

約 132,400 億円 134,025 億円 約 ▲ 1.2 ％

うち単独分 約 53,600 億円 68,683 億円 約 ▲ 22.0 ％

移替え影響額除き ※ 約 53,600 億円 56,377 億円 約 ▲ 5.0 ％

出 約 26,900 億円 26,961 億円 約 ▲ 0.3 ％

うち企業債償還費
    普通会計負担分 約 17,100 億円 17,454 億円 約 ▲ 1.9 ％

7,200 億円 6,500 億円 10.8 ％

約 825,200 億円 821,268 億円 約 0.5 ％

約 818,000 億円 814,768 億円 約 0.4 ％

約 668,400 億円 663,289 億円 約 0.8 ％

（注）本表は、地方公共団体の予算編成のための目安として作成したものであり、計数は精査の結果、異動する場合がある。

備 考項 目
平成23年度
（見込）

平成22年度
増減率
（見込）

歳 出 合 計

地 方 債

歳 入 合 計

地 方 再 生 対 策 費

投 資 的 経 費

地 域 活 性 化 ・ 雇 用 等
対 策 費 （ 仮 称 ）

（水準超経費を除く）

地 方 一 般 歳 出

水 準 超 経 費

公 営 企 業 繰 出 金

公 債 費

給 与 関 係 経 費

一 般 行 政 経 費

（水準超経費を除く）

地 域 活 性 化 ・ 雇 用 等
臨 時 特 例 費

地 方 税

地 方 譲 与 税

地 方 交 付 税

「 一 般 財 源 」

地 方 特 例 交 付 金

１ 交付税特別会計借入金

・平成23年度末見込み

約３３．５兆円

2  地方の借入金残高

・平成23年度末見込み

約２００兆円

（対前年度約▲1,400億円）

※ 単独分へ計上していた社会

資本整備総合交付金を活用し

た道路事業を、補助事業へ移

替えた影響を除いた場合

（22）



（単位：百万円、％）

平成２３年度 平 成 ２２ 年 度 増　減　額 増　減　率

当初予算額 当初予算額 補 正 額 補　正　後 Ａ－Ｂ Ａ－Ｄ Ｅ／Ｂ Ｆ／Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｂ + Ｃ       　　Ｄ Ｅ Ｆ (%) (%)

　　所  得  税 (A) 13,490,000 12,614,000 194,000 12,808,000 876,000 682,000 6.9        5.3        

　　酒       税 (B) 1,348,000 1,383,000 - 1,383,000 -35,000 -35,000 -2.5      -2.5      

　　二　 税　 計 （ア） 14,838,000 13,997,000 194,000 14,191,000 841,000 647,000 6.0        4.6        

　　法  人  税   （イ） 7,792,000 5,953,000 1,536,000 7,489,000 1,839,000 303,000 30.9      4.0        

    消  費  税   （ウ） 10,199,000 9,638,000 517,000 10,155,000 561,000 44,000 5.8        0.4        

    た ば こ 税  （エ） 816,000 827,000 - 827,000 -11,000 -11,000 -1.3      -1.3      

   （ア）×３２％ 4,748,160 4,479,040 62,080 4,541,120 269,120 207,040 6.0        4.6        

 　（イ）×３４％ 2,649,280 2,024,020 522,240 2,546,260 625,260 103,020 30.9      4.0        

   （ウ）×２９.５％ 3,008,705 2,843,210 152,515 2,995,725 165,495 12,980 5.8        0.4        

   （エ）×２５％ 204,000 206,750 - 206,750 -2,750 -2,750 -1.3      -1.3      

    小       計 10,610,145 9,553,020 736,835 10,289,855 1,057,125 320,290 11.1      3.1        

過年度精算分（9､10年
度） - -87,578 - -87,578 87,578 87,578 皆増 皆増

過年度精算分（19年度） -99,887 - - - -99,887 -99,887 皆減 皆減

過年度精算分（21年度） - - 575,779 575,779 - -575,779 - 皆減

 小　　計（法定五税分） 10,510,258 9,465,442 1,312,614 10,778,057 1,044,815 -267,799 11.0      -2.5      

法定加算等 806,200 756,100 - 756,100 50,100 50,100 6.6        6.6        

別枠の加算 1,265,000 1,485,000 - 1,485,000 -220,000 -220,000 -14.8    -14.8    
「地域活性化・雇用等臨時
特例費」の創設による別枠
加算 - 985,000 - 985,000 -985,000 -985,000 皆減 皆減
H21年度別枠加算１兆円の
うちH22年度に協議すること
とされていた加算 - 500,000 - 500,000 -500,000 -500,000 皆減 皆減

地方の財源不足の状況等を
踏まえた別枠加算 1,050,000 - - - 1,050,000 1,050,000 皆増 皆増

歳出特別枠の上乗せ分見
合いの別枠加算 215,000 - - - 215,000 215,000 皆増 皆増

臨時財政対策特例加算額 3,815,400 5,388,000 - 5,388,000 -1,572,600 -1,572,600 -29.2    -29.2    

計

（一般会計繰入れ） 16,396,858 17,094,542 1,312,614 18,407,157 -697,685 -2,010,299 -4.1     -10.9    

返      還      金 0 187 - 187 -186 -186 -99.9    -99.9    

特別会計借入金 - - - - - - - -

特別会計借入金償還額 -100,000 - - - -100,000 -100,000 皆増 皆増

借入金等利子充当分 -436,100 -571,200 - -571,200 135,100 135,100 -23.7    -23.7    

剰 余 金 の 活 用 500,000 370,000 - 370,000 130,000 130,000 35.1      35.1      

前年度からの繰越金 1,012,592 - - - 1,012,592 1,012,592 皆増 皆増

翌年度への繰越金 - - -1,012,592 -1,012,592 - 1,012,592 - 皆減

計 17,373,350 16,893,529 300,022 17,193,551 479,821 179,799 2.8       1.0       

合       計 17,373,350 16,893,529 300,022 17,193,551 479,821 179,799 2.8       1.0       

内 普 通 交 付 税 16,504,682 15,879,742 282,022 16,161,764 624,941 342,919 3.9        2.1        

訳 特 別 交 付 税 868,668 1,013,787 18,000 1,031,787 -145,119 -163,119 -14.3    -15.8    

平 成 ２３ 年 度 地 方 交 付 税 総 額 算 定 基 礎

区            分

地
方
交
付
税

国

税

一

般

会

計

特

別

会

計
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（単位：億円、％）

交　　付　　金　　名 23年度 22年度 増減額 増減率

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 733.1 757.5 △ 24.4 △ 3.2

国有提供施設等所在市町村助成交付金 267.4 267.4 0.0 0.0

施 設 等 所 在 市 町 村 調 整 交 付 金 68.0 68.0 0.0 0.0

電 源 立 地 地 域 対 策 等 交 付 金 1,455.6 1,415.0 40.6 2.9

特定防衛施 設周 辺整 備調 整交 付金 310.7 247.6 63.1 25.5

石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金 56.2 57.3 △ 1.1 △ 1.9

平成２３年度　各種交付金計上額

（24）



   （単位：億円、％）

１ 19,980 14,985   4,995   33.3

２ 1,218 1,283 △ 65 △ 5.1

３ 290 321 △ 31 △ 9.7

４ 3,977 5,062 △ 1,085 △ 21.4

1,385 1,622 △ 237 △ 14.6

215 249 △ 34 △ 13.7

1,000 1,054 △ 54 △ 5.1

777 1,537 △ 760 △ 49.4

600 600   0   0.0

５ 16,300 23,251 △ 6,951 △ 29.9

4,539 4,791 △ 252 △ 5.3

500 600 △ 100 △ 16.7

987 1,039 △ 52 △ 5.0

2,474 8,621 △ 6,147 △ 71.3

7,800 8,200 △ 400 △ 4.9

６ 3,112 3,133 △ 21 △ 0.7

412 433 △ 21 △ 4.8

2,700 2,700   0   0.0

７ 490 516 △ 26 △ 5.0

８ 2,800 3,200 △ 400 △ 12.5

９ 100 200 △ 100 △ 50.0

48,267 51,951 △ 3,684 △ 7.1

１ 3,674 3,535   139   3.9

２ 221 233 △ 12 △ 5.2

３ 2,357 2,698 △ 341 △ 12.6

４ 65 61   4   6.6

５ 561 515   46   8.9

６ 2,844 2,779   65   2.3

７ 224 934 △ 710 △ 76.0

８ 1,567 1,459   108   7.4

９ 11,659 12,500 △ 841 △ 6.7

10 108 42   66   157.1

23,280 24,756 △ 1,476 △ 6.0

71,547 76,707 △ 5,160 △ 6.7

下 水 道 事 業

観 光 そ の 他 事 業

計

合                 計

港 湾 整 備 事 業

病院事業・介護サービス事業

市 場 事 業 ・ と 畜 場 事 業

地 域 開 発 事 業

 二 公 営 企 業 債

水 道 事 業

工 業 用 水 道 事 業

交 通 事 業

電 気 事 業 ・ ガ ス 事 業

（2） 過 疎 対 策

公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業

行 政 改 革 推 進

調 整

計

（5） 旧 合 併 特 例

（4） 地 方 道 路 等

辺 地 及 び 過 疎 対 策 事 業

（1） 辺 地 対 策

（1） 一 般

（2） 地 域 活 性 化

（3） 防 災 対 策

学 校 教 育 施 設 等

（5） 施 設 （ 一 般 財 源 化 分 ）

一 般 単 独 事 業

（2） 社 会 福 祉 施 設

（3） 一 般 廃 棄 物 処 理

（4） 一 般 補 助 施 設 等

(C)/(B)×100

 一 一 般 会 計 債

公 共 事 業 等

公 営 住 宅 建 設 事 業

災 害 復 旧 事 業

計画額 (B)計画額 (A) (A)-(B) (C)

教 育 ・福 祉施 設等 整備 事業

（1）

平成２３年度地方債計画

項                 目
平成23年度 平成22年度 差 引 増 減 率

（25）



   （単位：億円、％）

(C)/(B)×100計画額 (B)計画額 (A) (A)-(B) (C)
項                 目

平成23年度 平成22年度 差 引 増 減 率

300 300   0   0.0

61,593 77,069 △ 15,476 △ 20.1

3,900 4,900 △ 1,000 △ 20.4

( 1,165 ) ( 1,185 ) (△ 20 ) ( △ 1.7 )

( 1,165 ) ( 1,185 ) (△ 20 ) ( △ 1.7 )

137,340 158,976 △ 21,636 △ 13.6

                114,772 134,939 △ 20,167 △ 14.9

           22,568 24,037 △ 1,469 △ 6.1

資  金  区  分

56,240 64,980 △ 8,740 △ 13.5

37,310 43,390 △ 6,080 △ 14.0

18,930 21,590 △ 2,660 △ 12.3

( ) ( 1,165 ) ( 1,185 ) (△ 20 ) ( △ 1.7 )

81,100 93,996 △ 12,896 △ 13.7

42,000 43,000 △ 1,000 △ 2.3

39,100 50,996 △ 11,896 △ 23.3

１

２

３

４

（備 考）

１

２

旧資金運用部資金、旧簡易生命保険資金及び旧公営企業金融公庫資金の補償金免除繰上償還の財源
として発行する借換債

国の予算等貸付金債の（ ）書は、地方道路整備臨時貸付金、災害援護資金などの国の予算等に基づく
貸付金を財源とするものであって外書である。

資金区分の変更等を行う場合において発行する借換債

地方税等の減収が生じることとなる場合において発行する減収補てん債

公共事業等の平成22年度計画額は、一般公共事業に係る額である。

財政再生団体が発行する再生振替特例債

国 の 予 算 等 貸 付 金

民 間 等 資 金

市 場 公 募

銀 行 等 引 受

その他同意（許可）の見込まれる項目

訳 公 営 企 業 会 計 等 分

公 的 資 金

財 政 融 資 資 金

地 方 公共 団体 金融 機構 資金

 六 国 の 予 算 等 貸 付 金 債

総 計

内 普 通 会 計 分

 三 公 営 企 業 借 換 債

 四 臨 時 財 政 対 策 債

 五 退 職 手 当 債
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【地方公務員共済組合】

義 務
教育職

その他
教育職

警察官 事務職

長期

112.9‰ 136.9‰ 81.9‰ 95.3‰ 84.7‰ 59.2‰

短期  給料 59.98‰ 61.41‰

 短期＋福祉 53.01‰ 54.10‰

 育休介護手当金  0.66‰  0.60‰

 介護納付金  6.31‰  6.46‰

 特別財政調整 －  0.25‰

 期末手当等 47.99‰ 49.13‰

 短期＋福祉 42.41‰ 43.28‰

 育休介護手当金  0.53‰  0.48‰

 介護納付金  5.05‰  5.17‰

 特別財政調整 －  0.20‰

240円 10,060円

【地方議会議員共済会】

平成23年4,5月

平成23年6月
～平成24年3月

(備考）「給付費」の負担金率については、各共済会の定款に定める標準報酬をベースとしている。

 4.19‰

－

240円 240円

－

 5.54‰

49.70‰

43.68‰

 0.78‰

 5.24‰

－

39.75‰

 公経済

公立学校

98.5908‰

78.8726‰

38.5‰

都道府県

一 般 職

市町村

一般職

平成２３年度 地方公務員共済組合負担金等の組合別負担率等

区 分

（備考）

２ 「長期」の「公経済」の率は、基礎年金拠出金に係る公的負担分で標準給与(掛金の標準となる給料の額×１.２５(特別職の

１ 「長期」及び「短期」の負担金率については、平成１５年４月１日から導入された総報酬制をベースとしている。

事 務 費

警 察

追 加 費 用

 給料

 期末手当等

57.00‰

 0.19‰

39.86‰

45.59‰

－

 6.93‰

 0.24‰

16.5/100

11,815円

16.5/100

18,996円

10/100

49.83‰

３ 市町村一般職の事務費については、標準的な市町村職員共済組合に係る額である。

職員等である組合員は１)と掛金の標準となる期末手当等との合計額)に対する率である。

34.94‰

 0.62‰

事 務 費

区 分

給付費
102.9/100102.9/10056.1/100

都道府県議会議員 町村議会議員市議会議員

13,634円
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